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『
ブ
ラ
ク
ト
ン
』
の

学
識
法
利
用
に
関
す
る
検
討
（
一
）

タ
ン
ク
レ
ー
ド
及
び
ド
ロ
ゲ
ー
ダ
と
の

比
較
検
討
を
通
じ
て

松

本

和

洋

は
じ
め
に

第
一
節

『

ブ
ラ
ク
ト
ン
』
研
究
史
の
概
略

第
二
節

問
題
の
発
端

第
一
章

｢

抗
弁
論
」
に
お
け
る
『
ブ
ラ
ク
ト
ン
』
と
タ
ン
ク
レ
ー
ド
の
比
較

第
一
節

全
体
の
序
論
お
よ
び
抗
弁
の
分
類
に
つ
い
て
の
比
較
（
以
上
本
号
）

第
二
節

抗
弁
提
起
に
関
す
る
比
較

第
三
節

反
抗
弁
、
再
抗
弁
、
反
再
抗
弁
に
つ
い
て
の
比
較

第
二
章

訴
権
競
合
に
お
け
る
『
ブ
ラ
ク
ト
ン
』
と
ド
ロ
ゲ
ー
ダ
の
比
較

お
わ
り
に
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は

じ

め

に

本
稿
の
目
的
は
、
ヘ
ン
リ
・
ド
・
ブ
ラ
ク
ト
ン
の
手
に
よ
る
と
さ
れ
る
大
著
『
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
法
と
慣
習
』(

D
e

L
egib

u
s

et

C
on

su
etu

d
in

ib
u

s
A

n
glia

e

、
以
下
『
ブ
ラ
ク
ト
ン』

）
と
、
そ
の
先
行
研
究
で
類
似
性
が
指
摘
さ
れ
た
学
識
法
（
ロ
ー
マ
＝
カ
ノ
ン
法
）

文
献
と
を
比
較
す
る
こ
と
で
、『
ブ
ラ
ク
ト
ン
』
が
学
識
法
を
ど
の
よ
う
に
用
い
た
か
に
つ
い
て
分
析
す
る
こ
と
で
あ
る

(

�)

。
我
が
国
で

の
『
ブ
ラ
ク
ト
ン
』
研
究
は
、「
国
王
は
人
の
下
で
は
な
く
、
神
と
法
の
下
に
あ
る
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
文
言
か
ら
「
法
の
支
配
」

と
の
関
連
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
が
比
較
的
多
く
、
学
識
法
と
関
連
さ
せ
た
も
の
は
少
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る

(

�)

。
一
方
で
海
外
に
お

け
る
研
究
関
心
は
、
ロ
ー
マ
法
と
の
関
連
（｢

第
一
の
『
ブ
ラ
ク
ト
ン
』
問
題｣

）
と
、
そ
の
著
者
及
び
執
筆
時
期
（｢

第
二
の
『
ブ
ラ

ク
ト
ン
』
問
題｣

）
と
の
二
つ
に
大
き
く
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
本
稿
は
海
外
の
先
行
研
究
に
影
響
を
受
け
た
も
の
な
の
で
、
ま
ず

は
こ
れ
ら
の
整
理
か
ら
は
じ
め
よ
う
。

第
一
節

『
ブ
ラ
ク
ト
ン
』
研
究
史
の
概
略

「
第
一
の
『
ブ
ラ
ク
ト
ン
』
問
題
」
は
、
メ
イ
ト
ラ
ン
ド
がB

ra
cton

a
n

d
A

zo

に
お
い
て
、
中
世
に
お
け
る
ロ
ー
マ
法
の
権
威
で

あ
る
ア
ー
ゾ
と
『
ブ
ラ
ク
ト
ン
』
と
を
比
較
し
、『
ブ
ラ
ク
ト
ン
』
を
「
乏
し
く
、
教
育
を
受
け
て
い
な
い
ロ
ー
マ
法
学
者
」(

a
p

o
o

r,

an
u

n
in

stru
cte

d
R

o
m

an
ist

）
と
評
し
た
こ
と
が
そ
の
始
ま
り
と
言
え
る

(

�)

。
し
か
し
な
が
ら
、
メ
イ
ト
ラ
ン
ド
が
示
し
た
検
討
部
分
は
、

『
ブ
ラ
ク
ト
ン
』
の
序
論
と
（
ユ
帝
『
法
学
提
要
』
で
言
う
所
の
）｢
人
」
を
扱
っ
たf.1

（f.

は
フ
ォ
リ
オ
の
意
）
か
らf.1

1

と
、

「
訴
訟
」
を
扱
っ
たf.9

8
b

以
降
の
内
、f.1

1
5

ま
で
に
留
ま
っ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
メ
イ
ト
ラ
ン
ド
説
に
対
す
る
修
正
・
反
論
は
、

彼
の
未
検
討
部
分
を
研
究
す
る
形
で
展
開
さ
れ
て
い
っ
た
。

論 説
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ウ
ッ
ド
バ
イ
ン
（
後
に
『
ブ
ラ
ク
ト
ン
』
の
写
本
を
編
纂
・
校
訂
）
は
、『
ブ
ラ
ク
ト
ン
』
と
ロ
ー
マ
法
の
関
係
に
つ
い
て
、
ロ
ー

マ
法
の
題
材
を
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
引
用
し
て
い
る
箇
所
、
ロ
ー
マ
法
と
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
を
混
合
さ
せ
た
箇
所
、
ロ
ー
マ
法
の
原
理
に
基

づ
い
て
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
の
実
例
に
合
わ
せ
て
適
用
し
て
い
る
箇
所
の
三
つ
に
区
別
で
き
る
と
し
て
、
メ
イ
ト
ラ
ン
ド
説
に
修
正
を
加

え
た

(

�)
。
ヘ
ル
マ
ン
・
カ
ン
ト
ロ
ヴ
ィ
チ
に
よ
るB

ra
cton

ia
n

p
rob

lem
s

は
、『
ブ
ラ
ク
ト
ン
』
の
ロ
ー
マ
法
の
学
識
に
つ
い
て
の
メ
イ

ト
ラ
ン
ド
の
理
解
に
対
す
る
最
も
挑
戦
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
カ
ン
ト
ロ
ヴ
ィ
チ
は
、
ユ
帝
『
法
学
提
要
』
や
『
学
説
彙
纂
』

等
と
『
ブ
ラ
ク
ト
ン
』
を
直
接
比
較
す
る
方
法
を
取
り
、『
ブ
ラ
ク
ト
ン
』
が
有
し
て
い
た
ロ
ー
マ
法
の
学
識
は
メ
イ
ト
ラ
ン
ド
の
評

価
ほ
ど
低
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
結
論
し
た

(

�)

。
な
お
、
著
者
及
び
執
筆
年
代
の
問
題
に
も
関
係
す
る
『
ブ
ラ
ク
ト
ン
』
内
の
誤
記
に

つ
い
て
は
、『
ブ
ラ
ク
ト
ン
』
の
「
編
集
者
」(
R

e
d

acto
r

）
に
責
を
負
わ
せ
る
べ
き
と
い
う
の
が
カ
ン
ト
ロ
ヴ
ィ
チ
の
見
解
で
あ
っ
た

(

�)

。

そ
の
後
、
シ
ュ
ル
ツ
と
リ
チ
ャ
ー
ド
ソ
ン
に
よ
る
研
究
の
結
果
、『
ブ
ラ
ク
ト
ン
』
と
の
比
較
対
象
の
文
献
は
ロ
ー
マ
法
の
み
な
ら
ず

カ
ノ
ン
法
も
含
む
学
識
法
全
体
に
ま
で
拡
大
さ
れ
た
。
本
稿
で
取
り
上
げ
る
タ
ン
ク
レ
ー
ド
の
『
裁
判
手
続
の
書
』(

O
rd

o

iu
d

icia
riu

s

）
に
初
め
て
着
目
し
た
の
も
シ
ュ
ル
ツ
で
あ
る

(

�)

。
こ
の
よ
う
な
研
究
の
結
果
、「
第
一
の
『
ブ
ラ
ク
ト
ン
』
問
題
」
に
関

す
る
メ
イ
ト
ラ
ン
ド
の
評
価
は
後
退
し
た
と
言
え
る

(
�)

。
一
方
で
、
こ
れ
ら
は
逐
語
的
類
似
関
係
の
提
示
に
終
わ
る
も
の
も
多
く
、「
第

二
の
『
ブ
ラ
ク
ト
ン
』
問
題
」
の
表
出
に
伴
い
影
に
追
い
や
ら
れ
た
よ
う
に
見
え
る
。

そ
の
「
第
二
の
『
ブ
ラ
ク
ト
ン
』
問
題
」
の
嚆
矢
は
、
ウ
ッ
ド
バ
イ
ン
に
よ
る
『
ブ
ラ
ク
ト
ン
』
編
纂
本
を
英
訳
し
た
ソ
ー
ン
が
、

訳
者
序
論
に
て
示
し
た
疑
問
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
一
二
五
六
年
に
『
ブ
ラ
ク
ト
ン
』
の
執
筆
が
中
断
さ
れ
た
と
結
論
で
き
る
こ
と
か

ら
、
メ
イ
ト
ラ
ン
ド
は
ヘ
ン
リ
・
ド
・
ブ
ラ
ク
ト
ン
が
国
王
裁
判
官
で
あ
っ
た
一
二
五
〇
年
代
に
執
筆
し
た
と
考
え
、
カ
ン
ト
ロ
ヴ
ィ

チ
は
裁
判
官
書
記
時
代
の
ヘ
ン
リ
・
ド
・
ブ
ラ
ク
ト
ン
が
一
二
三
〇
年
代
に
執
筆
し
、
そ
の
後
に
「
編
集
者
」
の
手
が
加
え
ら
れ
た
と

考
え
て
い
た

(

�)

。
年
代
の
違
い
は
あ
れ
、『
ブ
ラ
ク
ト
ン
』
の
大
部
分
を
ヘ
ン
リ
・
ド
・
ブ
ラ
ク
ト
ン
そ
の
人
が
執
筆
し
た
と
い
う
二
人

『ブラクトン』の学識法利用に関する検討（一）
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の
見
解
に
対
し
、
ソ
ー
ン
は
疑
問
を
呈
し
た
の
で
あ
る
。

ソ
ー
ン
が
ま
ず
注
目
し
た
の
は
、
一
二
三
六
年
に
制
定
さ
れ
た
マ
ー
ト
ン
法
に
つ
い
て
の
著
述
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
嫡
出
性
に
つ

い
て
争
う
場
合
は
教
会
で
は
な
く
国
王
裁
判
所
で
審
理
さ
れ
る
こ
と
が
決
ま
っ
た
の
で
あ
る
が
、『
ブ
ラ
ク
ト
ン
』
に
は
司
教
に
対
し

こ
れ
を
諮
問
す
る
令
状
が
記
載
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
執
筆
が
マ
ー
ト
ン
法
制
定
後
に
な
さ
れ
た
と
は
考
え
に
く
い

(

�)

。
ま
た
ソ
ー

ン
は
、
ヘ
ン
リ
・
ド
・
ブ
ラ
ク
ト
ン
の
上
司
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
オ
ブ
・
ロ
ウ
リ
ー
が
師
事
し
た
国
王
裁
判
官
マ
ル
テ
ィ
ン
・
オ
ブ
・
パ
テ
ィ

シ
ャ
ル
に
つ
い
て
の
著
述
に
も
注
目
す
る
。
パ
テ
ィ
シ
ャ
ル
を
単
に
「
マ
ル
テ
ィ
ン
」
と
呼
ん
で
い
る
箇
所
が
『
ブ
ラ
ク
ト
ン
』
に
は

あ
る
が
、
ヘ
ン
リ
・
ド
・
ブ
ラ
ク
ト
ン
が
自
身
の
上
司
の
師
に
当
た
る
人
物
を
フ
ァ
ー
ス
ト
ネ
ー
ム
で
呼
ぶ
と
い
う
の
は
考
え
に
く
い
。

ま
た
『
ブ
ラ
ク
ト
ン
』
に
収
め
ら
れ
た
パ
テ
ィ
シ
ャ
ル
の
言
動
は
、
訴
訟
記
録
集
で
は
な
く
個
人
的
な
情
報
に
拠
っ
て
い
る
こ
と
と
合

わ
せ
、
こ
れ
を
手
が
け
た
の
は
パ
テ
ィ
シ
ャ
ル
の
最
後
の
巡
察
も
よ
く
知
っ
て
い
た
人
物
だ
と
し
て
、
ソ
ー
ン
は
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
オ
ブ
・

ロ
ウ
リ
ー
が
『
ブ
ラ
ク
ト
ン
』
の
著
者
の
一
人
で
あ
っ
た
可
能
性
を
新
た
に
提
示
し
た
の
で
あ
る

(

�)

。
こ
の
「
第
二
の
『
ブ
ラ
ク
ト
ン
』

問
題
」
は
、
ブ
ラ
ン
ド
と
バ
ー
ト
ン
と
の
間
で
近
年
ま
で
議
論
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

ブ
ラ
ン
ド
は
ソ
ー
ン
説
の
側
に
立
ち
、『
ブ
ラ
ク
ト
ン
』
の
執
筆
年
代
を
一
二
五
〇
年
代
以
前
と
見
る
べ
き
証
左
を
次
々
と
与
え
て

い
る
。
例
え
ば
、
一
二
二
六
年
で
使
用
が
終
了
し
た
裁
判
官
任
命
書
の
方
式
、
ま
た
一
二
三
四
年
か
ら
一
二
三
六
年
の
間
に
終
了
し
た

不
出
頭
申
立
（e
sso

in

）
に
つ
い
て
の
言
及
が
『
ブ
ラ
ク
ト
ン
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る

(

�)

。
ま
た
個
々
の
ア
サ
イ
ズ

裁
判
官
の
任
命
書
方
式
に
お
い
て
、
一
二
四
二
年
あ
る
い
は
一
二
四
三
年
で
使
用
が
中
止
さ
れ
た
方
式
が
『
ブ
ラ
ク
ト
ン
』
に
記
さ
れ

て
い
る
こ
と
、
一
二
三
六
年
ま
で
し
か
用
い
ら
れ
な
か
っ
た
勅
許
状
の
方
式
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
、
一
二
五
〇
年
代
に
執
筆
さ

れ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
著
述
が
『
ブ
ラ
ク
ト
ン
』
に
あ
る
こ
と
を
ブ
ラ
ン
ド
は
示
し
て
い
る

(

�)

。

こ
の
よ
う
に
ブ
ラ
ン
ド
は
収
録
さ
れ
た
令
状
方
式
な
ど
を
重
視
し
た
上
で
、「
当
時
の
実
務
を
反
映
し
た
書
物
」
と
し
て
『
ブ
ラ
ク

論 説
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ト
ン
』
を
見
る
な
ら
ば
、
メ
イ
ト
ラ
ン
ド
の
考
え
る
執
筆
年
代
に
は
大
き
な
疑
問
が
生
じ
る
と
す
る
。
前
述
の
マ
ー
ト
ン
法
に
関
す
る

著
述
に
、「
新
た
な
賜
物
と
規
定
に
よ
り
」(

n
o

v
a

g
ratia

e
t

p
ro

v
isio

n
e

）
や
「
新
た
な
法
令
に
よ
り
」(

n
o

v
a

co
n

stitu
tio

n
e

）
と
い
っ

た
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
が
一
二
五
〇
年
代
に
書
か
れ
た
と
は
考
え
に
く
い
と
す
る
点
で
ブ
ラ
ン
ド
は
ソ
ー
ン

と
一
致
し
た
見
解
を
取
る
。
一
方
の
バ
ー
ト
ン
は
、「
一
九
五
〇
年
代
初
め
で
さ
え
…
…
『
新
し
い
法
律
』
と
し
て
一
九
二
五
年
の
財

産
法
改
革
法
（L

aw
o

f
p

ro
p

e
rty

A
ct

）
に
言
及
す
る
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
不
動
産
譲
渡
専
門
弁
護
士
た
ち
が
お
り
…
…
ロ
ー
マ
法
学
者

た
ち
は
十
二
表
法
よ
り
新
し
い
制
定
法
を
『
新
法
』(

le
x

n
o

v
a

）
と
呼
ん
で
い
た
」
と
述
べ
て
、
メ
イ
ト
ラ
ン
ド
説
を
擁
護
す
る
。

こ
の
言
葉
は
、『
ブ
ラ
ク
ト
ン
』
の
執
筆
年
代
に
関
す
る
バ
ー
ト
ン
の
捉
え
方
を
最
も
簡
潔
に
、
か
つ
的
確
に
示
す
も
の
だ
ろ
う

(

�)

。

著
者
の
問
題
に
つ
い
て
、
ブ
ラ
ン
ド
は
ソ
ー
ン
説
に
沿
い
以
下
の
よ
う
な
考
え
を
提
示
す
る
。
リ
チ
ャ
ー
ド
ソ
ン
が
考
え
た
よ
う
に

ヘ
ン
リ
・
ド
・
ブ
ラ
ク
ト
ン
そ
の
人
の
出
生
が
一
二
一
〇
年
頃
だ
と
し
て
も
、
一
二
三
〇
年
代
半
ば
に
裁
判
官
書
記
と
な
っ
て
こ
の
よ

う
な
法
律
著
作
を
手
が
け
る
程
の
専
門
的
知
識
を
持
つ
に
は
あ
ま
り
に
若
す
ぎ
る

(

�)

。
故
に
『
ブ
ラ
ク
ト
ン
』
の
著
述
の
内
一
二
三
〇
年

代
に
執
筆
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
部
分
は
、
彼
以
外
の
人
物
の
手
に
よ
る
可
能
性
が
高
い
。
ま
た
『
ブ
ラ
ク
ト
ン
』
の
序
論
に
お
い
て
、

「
大
要
」(

su
m

m
a

）
と
呼
ぶ
箇
所
と
「
論
文
」(

tractatu
s

）
と
呼
ぶ
箇
所
と
が
あ
り
、
あ
た
か
も
二
種
類
の
序
文
が
存
在
し
て
い
る

よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
点
も
、『
ブ
ラ
ク
ト
ン
』
に
少
な
く
と
も
二
人
の
執
筆
者
が
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る

(

�)

。

一
方
、
バ
ー
ト
ン
は
ヘ
ン
リ
・
ド
・
ブ
ラ
ク
ト
ン
が
国
王
裁
判
所
か
ら
離
れ
た
後
も
裁
判
実
務
に
携
わ
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
そ
の

多
忙
さ
の
結
果
と
し
て
『
ブ
ラ
ク
ト
ン
』
の
執
筆
が
一
二
五
六
年
頃
に
中
断
さ
れ
た
ま
ま
に
な
っ
た
と
考
え
て
い
る

(

�)

。
ブ
ラ
ン
ド
の
主

張
の
厳
密
さ
に
押
さ
れ
て
は
い
る
が
、
バ
ー
ト
ン
は
執
筆
年
代
や
著
者
問
題
を
よ
り
柔
軟
な
姿
勢
で
捉
え
て
い
た
と
言
え
よ
う
。

上
記
の
よ
う
に
、
二
つ
の
『
ブ
ラ
ク
ト
ン
』
問
題
の
先
行
研
究
を
見
る
限
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
基
礎
と
な
っ
た
メ
イ
ト
ラ
ン
ド
説
は
大

き
く
修
正
を
受
け
た
。
と
は
い
え
、B

ra
cton

a
n

d
A

zo

が
『
ブ
ラ
ク
ト
ン
』
全
体
を
検
証
し
た
も
の
で
は
な
い
以
上
、
研
究
史
の
中

『ブラクトン』の学識法利用に関する検討（一）
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で
修
正
が
為
さ
れ
た
の
は
無
理
も
な
い
。
ま
た
、
ソ
ー
ン
に
よ
っ
て
『
ブ
ラ
ク
ト
ン
』
の
著
者
と
執
筆
年
代
の
問
題
が
再
度
提
起
さ
れ

た
こ
と
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
史
の
研
究
に
お
い
て
非
常
に
重
要
な
意
義
を
持
つ
。『
ブ
ラ
ク
ト
ン
』
は
一
二
三
〇
年
代
か
ら
一
二
五
六

年
ま
で
の
間
に
複
数
人
が
手
が
け
た
書
物
で
あ
る
と
い
う
見
解
が
、
ソ
ー
ン
以
降
は
主
流
に
な
っ
た
と
言
え
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
ブ
ラ
ン
ド
と
バ
ー
ト
ン
の
議
論
の
よ
う
に
執
筆
者
や
執
筆
年
代
に
固
執
す
る
こ
と
は
、『
ブ
ラ
ク
ト
ン
』
研
究
の

矮
小
化
を
招
く
危
険
性
を
有
し
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、「
第
二
の
『
ブ
ラ
ク
ト
ン
』
問
題
」
へ
の
傾
倒
に
よ
っ
て
、『
ブ
ラ

ク
ト
ン
』
に
お
け
る
学
識
法
の
影
響
に
つ
い
て
の
研
究
＝
「
第
一
の
『
ブ
ラ
ク
ト
ン
』
研
究
」
で
残
さ
れ
た
課
題
が
忘
れ
去
ら
れ
る
と

い
う
危
惧
を
感
じ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
そ
の
際
、
我
々
は
『
ブ
ラ
ク
ト
ン
』
の
四
分
の
三
が
、「
訴
訟
」
そ
し
て
「
訴
訟
手
続
」
を

扱
っ
た
部
分
で
占
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
令
状
の
選
択
や
訴
訟
手
続
の
複
雑
化
が
専
門
法
曹
の
需
要
を
生
み
出

し
て
い
た
こ
と
は
、『
ブ
ラ
ク
ト
ン
』
に
お
い
て
「
訴
訟
」
を
扱
っ
た
部
分
が
か
く
も
膨
大
で
あ
り
、
そ
の
内
の
「
抗
弁
論
」
が
『
ブ

ラ
ク
ト
ン
』
全
体
の
十
分
の
一
を
占
め
る
ほ
ど
の
分
量
で
あ
る
こ
と
と
無
関
係
で
は
な
い

(

�)

。『
ブ
ラ
ク
ト
ン
』
の
「
抗
弁
論
」
が
コ
モ

ン
・
ロ
ー
訴
訟
の
底
流
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
点
で
、
そ
の
重
要
性
は
大
き
い
の
で
は
な
い
か
。

ま
た
、
こ
う
し
た
「
抗
弁
」(

e
x

ce
p

tio

）
の
増
加
が
学
識
法
で
の
訴
訟
手
続
の
発
達
に
お
け
る
特
徴
の
一
つ
で
あ
っ
た
こ
と
に
も

注
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
裁
判
遅
延
（d

e
lay

）
の
た
め
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
こ
れ
ら
の
抗
弁
は
、
一
三
世
紀
初
頭
に
は

既
に
審
理
の
長
期
化
と
費
用
高
の
原
因
と
な
っ
て
い
た
。
イ
ン
ノ
ケ
ン
テ
ィ
ウ
ス
三
世
は
こ
れ
を
制
限
し
よ
う
と
し
た
が
、
そ
の
成
果

が
微
々
た
る
も
の
に
終
わ
る
ほ
ど
、
一
三
世
紀
に
お
け
る
「
抗
弁
」(

e
x

ce
p

tio

）
の
拡
大
は
止
ま
る
所
を
知
ら
な
い
も
の
で
あ
っ
た

(

�)

。

こ
う
し
た
時
代
を
生
き
た
聖
職
者
裁
判
官
と
思
わ
れ
る
『
ブ
ラ
ク
ト
ン
』
の
執
筆
者
た
ち
が
、「
抗
弁
論
」
を
著
す
際
に
カ
ノ
ン
法
の

訴
訟
手
続
を
参
考
と
し
た
こ
と
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
。
メ
イ
ト
ラ
ン
ド
も
ま
た
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
民
事
訴
訟
手
続
に
お
け
る
カ
ノ

ン
法
の
影
響
を
示
唆
し
て
い
る

(

�)

。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
け
る
ロ
ー
マ
法
の
伝
播
に
は
、
カ
ノ
ン
法
が
そ
の
仲
介
と
し
て
の
役
目
を
果
た

論 説
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し
た
と
言
え
、『
ブ
ラ
ク
ト
ン
』
に
お
け
る
学
識
法
文
献
と
の
多
く
の
類
似
は
、
そ
れ
を
示
唆
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る

(

�)

。

第
二
節

問
題
の
発
端

さ
て
、『
ブ
ラ
ク
ト
ン
』
の
「
抗
弁
論
」
序
盤
部
分
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
の
は
、
先
に
挙
げ
た
カ
ノ
ン
法
学
者
タ
ン
ク
レ
ー
ド

の
『
裁
判
手
続
の
書
』
で
あ
る

(

�)

。
タ
ン
ク
レ
ー
ド
は
ロ
ー
マ
法
を
ア
ー
ゾ
に
学
び
、
自
身
の
著
述
に
際
し
教
皇
令
を
多
く
参
照
す
る
一

方
で
ロ
ー
マ
法
文
も
数
多
く
参
照
し
て
い
る
。
彼
の
『
裁
判
手
続
の
書
』
は
学
問
的
研
究
の
面
を
持
つ
一
方
で
、
実
務
に
携
わ
る
法
律

家
に
と
っ
て
も
有
用
な
も
の
で
あ
る
と
し
て
高
い
名
声
を
博
し
て
お
り
、
俗
語
た
る
フ
ラ
ン
ス
語
に
翻
訳
さ
れ
る
ほ
ど
で
あ
っ
た

(

�)

。
こ

の
こ
と
か
ら
、『
ブ
ラ
ク
ト
ン
』
が
「
抗
弁
論
」
の
執
筆
に
あ
た
り
必
要
と
し
た
の
は
、
タ
ン
ク
レ
ー
ド
と
い
う
当
時
の
カ
ノ
ン
法
学

者
に
よ
っ
て
記
さ
れ
た
訴
訟
手
続
に
つ
い
て
の
名
声
あ
る
著
書
で
あ
り
、
学
識
法
が
タ
ン
ク
レ
ー
ド
を
通
じ
て
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
発
展

の
基
礎
で
あ
る
「
抗
弁
論
」
の
源
を
担
っ
て
い
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
本
稿
で
触
れ
る
よ
う
に
、
特
に
そ
の
序
盤
部
分
に

タ
ン
ク
レ
ー
ド
と
の
類
似
が
強
く
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
も
、『
ブ
ラ
ク
ト
ン
』
の
「
抗
弁
論
」
が
タ
ン
ク
レ
ー
ド
を
モ
デ
ル
と
し
て
扱
っ

て
い
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
筆
者
は
『
ブ
ラ
ク
ト
ン
』
研
究
に
お
け
る
先
行
研
究
を
整
理
す
る
と
と
も
に
、
特
に
こ
の
「
抗
弁
論
」
に

お
け
る
タ
ン
ク
レ
ー
ド
と
の
比
較
検
討
を
行
う
中
で
、
以
下
の
部
分
に
注
意
を
引
か
れ
た
。

『
ブ
ラ
ク
ト
ン
』

f.
4

0
0

b

抗
弁
は
時
に
永
続
的
で
あ
り
、
時
に
一
時
的
で
あ
る
（Ite

m
q

u
ae

d
am

su
n

t
p

e
rp

e
tu

ae
e

t
q

u
ae

d
am

te
m

p
o

rale

）

「
…
…
上
述
さ
れ
た
順
序
に
従
う
こ
と
が
抗
弁
を
提
起
す
る
た
め
に
は
必
要
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
に
従
わ
な
い
者
も
い
る
。
と
い
う

の
も
（
被
告
た
ち
は
）
残
り
の
（
抗
弁
の
）
利
益
も
区
別
な
く
無
傷
で
あ
る
と
い
う
留
保
（p

ro
te

statio

）
に
よ
っ
て
、(

し
か
る
べ

『ブラクトン』の学識法利用に関する検討（一）
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き
時
期
よ
り
）
以
前
に
、
あ
る
い
は
不
適
切
な
場
面
で

(

抗
弁
を)

提
起
す
る
だ
ろ
う
と
お
そ
ら
く
考
え
る
か
ら
で
あ
り
、
そ
の
場

合
は
あ
る
抗
弁
の
証
明
に
失
敗
し
た
と
し
て
も
、
他
の
抗
弁
に
訴
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る

(

�)

」

タ
ン
ク
レ
ー
ド
『
訴
訟
手
続
の
書
』

抗
弁
と
反
抗
弁
に
つ
い
て
（D

e
e

x
ce

p
tio

n
ib

u
s

e
t

re
p

licatio
n

ib
u

s

）

第
四
項
「
…
…
こ
れ
を
法
廷
回
避
の
抗
弁
を
提
出
す
る
こ
と
の
正
し
い
順
序
で
あ
る
と
私
は
考
え
る
。
し
か
し
、
そ
の
順
序
を
守
ら

ず
、
提
出
に
お
い
て
（
機
会
を
）
逸
し
た
場
合
は
他
の
抗
弁
に
訴
え
出
る
こ
と
が
出
来
る
か
ら
と
し
て
、
残
り
の
（
抗
弁
の
）
利
益
が

無
傷
で
あ
る
べ
き
と
留
保
し
て
（p

ro
te

stan
tu

r)

、
抗
弁
を
提
起
す
る
者
た
ち
が
い
る

(

�)｣

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
「
留
保
」(

p
ro

te
statio

n

）
に
対
す
る
語
法
の
違
い
で
あ
る
。
タ
ン
ク
レ
ー
ド
で
は
こ
れ
が
動
詞
形
（p

ro
t-

e
stan

tu
r

）
で
現
れ
て
い
る
こ
と
に
対
し
、『
ブ
ラ
ク
ト
ン
』
で
は
名
詞
形
（p

ro
te

statio

）
で
現
れ
て
い
る

(

�)

。
プ
ラ
ウ
ド
ゥ
ン
判
例
集

に
お
い
て
、
こ
の
「
留
保
」(

p
ro

te
statio

n

）
と
い
う
語
は
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の
定
義
を
受
け
、
そ
の
後
は
法
律
用
語
と
し
て
カ
ウ
ェ

ル
や
ク
ッ
ク
を
経
て
、
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
の
『
英
法
釈
義
』
に
も
受
け
継
が
れ
て
い
っ
た

(

�)

。

こ
の

“
p

ro
te

statio
n
”

と
い
う
語
は
ソ
ー
ン
の
英
訳
に
お
い
て
各
所
で
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
初
出
はf.

9
8

か
ら
始
ま
る

「
訴
訟
に
つ
い
て
」
内
の
「
四
事
例
に
お
け
る
不
適
用
」(

f.
1

1
3

b�
1

1
4

b

）
で
あ
る
。
既
に
シ
ュ
ル
ツ
に
よ
っ
て
、
こ
の
箇
所
の
前
半

部
分
の
著
述
に
タ
ン
ク
レ
ー
ド
が
参
照
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
て
い
る

(

�)

。

ソ
ー
ン
に
よ
れ
ば
、
訴
権
競
合
問
題
に
つ
い
て
論
じ
る
そ
の
後
半
部
分
に
参
照
さ
れ
て
い
る
の
は
タ
ン
ク
レ
ー
ド
で
は
な
く
、
一
三

世
紀
に
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
で
教
鞭
を
と
っ
た
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
オ
ブ
・
ド
ロ
ゲ
ー
ダ
の
著
し
た
、
ロ
ー
マ
法
お
よ
び
カ
ノ
ン
法
の
訴
訟

手
続
を
扱
っ
た
『
黄
金
汎
論
』(

S
u

m
m

a
A

u
rea

）
で
あ
る
。
さ
ら
に
、『
ブ
ラ
ク
ト
ン
』
の
有
名
な
法
格
言
「
知
り
そ
し
て
望
む
者

論 説
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に
不
法
は
生
じ
な
い
」(

scie
n

ti
e

t
v

o
le

n
ti

n
o

n
fit

in
iu

ria

）
が
、
ド
ロ
ゲ
ー
ダ
に
由
来
し
て
い
る
こ
と
も
ソ
ー
ン
は
指
摘
し
て
い
る

(

�)

。

『
黄
金
汎
論
』
と
『
ブ
ラ
ク
ト
ン
』
の
類
似
性
は
、『
黄
金
汎
論
』
の
編
纂
本
が
出
版
さ
れ
た
一
九
一
四
年
に
部
分
的
に
指
摘
さ
れ
て

い
た
が
、
こ
の
法
格
言
の
関
連
に
は
言
及
さ
れ
て
い
な
か
っ
た

(

�)

。

こ
の
よ
う
に
、『
ブ
ラ
ク
ト
ン
』
に
学
識
法
が
影
響
を
与
え
た
こ
と
を
示
唆
す
る
点
が
多
く
見
ら
れ
る
一
方
、
特
に
成
立
期
コ
モ
ン
・

ロ
ー
と
ロ
ー
マ
法
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
ロ
ー
マ
法
は
大
陸
法
に
お
け
る
よ
う
な
影
響
を
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
与
え
な
か
っ
た
と
い
う

理
解
が
従
来
と
ら
れ
て
き
た
。
近
年
で
は
こ
う
し
た
理
解
に
対
し
て
新
た
な
ア
プ
ロ
ー
チ
が
行
わ
れ
て
い
る

(

�)

。
で
は
、
そ
も
そ
も
イ
ン

グ
ラ
ン
ド
に
お
け
る
学
識
法
の
学
習
は
ど
の
よ
う
な
道
を
辿
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
け
る
ロ
ー
マ
法
学
習
は
、
一
二
世
紀
前
半
に
お
け
る
聖
職
者
の
ボ
ロ
ー
ニ
ャ
留
学
か
ら
始
ま
っ
た
と
言
う
こ
と

が
で
き
る
。
ヘ
ン
リ
二
世
と
の
論
争
で
有
名
な
ト
マ
ス
・
ベ
ケ
ッ
ト
も
ボ
ロ
ー
ニ
ャ
に
渡
っ
た
こ
と
が
あ
り
、
ロ
ン
ド
ン
司
教
ギ
ル
バ
ー

ト
・
フ
ォ
リ
オ
ッ
ト
が
聖
職
者
で
あ
る
彼
の
従
兄
弟
二
人
を
法
学
習
得
の
た
め
ボ
ロ
ー
ニ
ャ
に
送
っ
て
い
る

(

�)

。
一
二
世
紀
後
半
に
入
る

と
、
ロ
ー
マ
法
や
カ
ノ
ン
法
を
学
ぶ
環
境
が
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
内
で
整
備
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
エ
ク
セ
タ
ー
や
ヘ
レ
フ
ォ
ー
ド
、

リ
ン
カ
ン
州
の
司
教
座
聖
堂
付
属
学
校
で
法
学
習
が
行
わ
れ
た
証
拠
が
残
さ
れ
て
い
る

(

�)

。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
の
ロ
ー
マ
法
学
教
育
の
始

祖
と
い
え
る
ヴ
ァ
カ
リ
ウ
ス
が
大
陸
か
ら
や
っ
て
き
た
の
も
こ
の
頃
で
あ
る

(

�)

。
特
に
リ
ン
カ
ン
州
は
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
と
ノ
ー
ザ
ン

プ
ト
ン
を
含
み
、
一
二
世
紀
で
最
も
活
動
的
な
司
教
座
聖
堂
付
属
学
校
を
有
し
て
い
た
地
域
で
あ
り
、
ヴ
ァ
カ
リ
ウ
ス
も
何
ら
か
の
形

で
関
わ
っ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る

(

�)

。
ヴ
ァ
カ
リ
ウ
ス
自
身
も
カ
ノ
ン
法
の
知
識
は
持
っ
て
い
た
よ
う
で
、
カ
ノ
ン
法
に
お
け
る
婚
姻
に

つ
い
て
の
書
物
を
著
し
た
他
、
教
皇
の
受
任
裁
判
官
と
し
て
も
活
動
し
て
い
た

(

	)

。
や
が
て
、
一
二
世
紀
終
盤
か
ら
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド

で
は
ジ
ョ
ン
・
オ
ブ
・
タ
イ
ン
マ
ウ
ス
を
中
心
と
し
た
人
々
が
教
鞭
を
取
っ
て
カ
ノ
ン
法
を
教
授
す
る
よ
う
に
な
り
、
ほ
ど
な
く
ケ
ン

ブ
リ
ッ
ジ
で
も
法
学
教
育
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る

(


)

。
一
方
で
、
世
俗
権
力
の
側
に
あ
る
国
王
裁
判
官
た
ち
も
学
識
法
の
知
識
を
有
し

『ブラクトン』の学識法利用に関する検討（一）
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て
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
ヘ
ン
リ
二
世
期
か
ら
ヘ
ン
リ
三
世
期
ま
で
の
国
王
裁
判
官
に
関
す
る
タ
ー
ナ
ー
の
研
究
成
果
か
ら
も
、

教
会
裁
判
所
で
の
裁
判
に
携
わ
っ
た
経
験
を
持
つ
国
王
裁
判
官
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
お
り
、
彼
ら
が
カ
ノ
ン
法
の
知
識
を
有
し
て
い
た

こ
と
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る

(

�)

。

先
の
『
ブ
ラ
ク
ト
ン
』
研
究
と
合
わ
せ
る
と
、
学
識
法
の
知
識
を
有
す
る
人
物
が
『
ブ
ラ
ク
ト
ン
』
の
執
筆
に
関
与
し
た
こ
と
は
既

に
通
説
と
し
て
定
着
し
た
と
言
え
る

(

�)

。
ソ
ー
ン
に
つ
い
て
は
、「
第
二
の
『
ブ
ラ
ク
ト
ン
』
問
題
」
関
連
の
も
の
が
注
目
さ
れ
が
ち
で

あ
る
が
、
彼
が
『
ブ
ラ
ク
ト
ン
』
全
編
に
亘
っ
て
学
識
法
文
献
と
の
類
似
部
分
を
抽
出
し
た
点
、
ま
た
先
の
法
格
言
に
関
す
る
ド
ロ
ゲ
ー

ダ
と
の
関
係
性
に
つ
い
て
の
よ
う
に
、『
ブ
ラ
ク
ト
ン
』
の
執
筆
者
が
用
い
た
の
は
「
他
の
場
所
で
は
習
得
で
き
な
い
、
ま
ぎ
れ
も
な

い
学
校
で
の
専
門
用
語
」
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
点
は
無
視
す
べ
き
で
は
な
い

(

�)

。
し
か
し
、「
第
二
の
『
ブ
ラ
ク
ト
ン
』
問

題
」
が
関
心
を
集
め
る
中
で
、
こ
う
し
た
学
識
法
文
献
と
の
更
な
る
比
較
研
究
は
停
滞
を
見
せ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

ヘ
ン
リ
・
ド
・
ブ
ラ
ク
ト
ン
を
ヘ
ン
リ
三
世
期
の
主
要
な
国
王
裁
判
官
と
し
て
扱
う
メ
イ
ト
ラ
ン
ド
の
見
解
は
修
正
さ
れ
ね
ば
な
ら

な
い
と
ブ
ラ
ン
ド
は
論
じ
て
い
る

(

�)

。
し
か
し
な
が
ら
、
ヘ
ン
リ
・
ド
・
ブ
ラ
ク
ト
ン
が
学
識
法
を
ど
の
よ
う
に
用
い
た
か
に
つ
い
て
追

究
す
る
こ
と
は
、
当
時
の
国
王
裁
判
官
た
ち
が
有
し
て
い
た
学
識
の
レ
ベ
ル
を
よ
り
明
確
に
す
る
こ
と
に
繋
が
る
の
で
は
な
い
か
。
当

時
の
国
王
裁
判
官
た
ち
が
ど
の
よ
う
な
文
献
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
た
か
、
ど
の
よ
う
に
そ
れ
を
理
解
し
て
い
た
か
を
考
察
す
る
こ

と
は

我
々
が
よ
く
知
る
所
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
け
る
法
学
教
育
が
始
ま
る
以
前
に

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
法
曹
た
ち
が
ど
の
よ

う
な
教
育
を
受
け
、
そ
れ
ら
を
利
用
し
て
い
た
か
を
研
究
す
る
際
に
避
け
て
通
れ
な
い
問
題
で
あ
る
。
国
外
（
ボ
ロ
ー
ニ
ャ
）
で
教
鞭

を
取
っ
た
タ
ン
ク
レ
ー
ド
、
国
内
（
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
）
で
教
鞭
を
取
っ
た
ド
ロ
ゲ
ー
ダ
、
こ
の
二
人
の
学
識
法
学
者
に
よ
る
著
書

と
類
似
す
る
部
分
が
『
ブ
ラ
ク
ト
ン
』
に
現
れ
て
い
る
と
い
う
点
は
、
そ
の
意
味
で
実
に
興
味
深
い
も
の
で
あ
る
。
以
下
で
は
、
初
め

に
『
ブ
ラ
ク
ト
ン
』
の
「
抗
弁
論
」
序
盤
部
分
と
タ
ン
ク
レ
ー
ド
と
の
著
述
を
、
次
に
訴
権
競
合
に
お
け
る
『
ブ
ラ
ク
ト
ン
』
と
ド
ロ

論 説
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ゲ
ー
ダ
と
の
著
述
を
、
こ
ち
ら
は
『
ブ
ラ
ク
ト
ン
』
が
そ
の

中
で
提
示
し
た
ロ
ー
マ
法
文
も
交
え
な
が
ら
比
較
検
討
す
る

(

�)

。

先
行
研
究
に
よ
る
『
ブ
ラ
ク
ト
ン
』
の
「
抗
弁
論
」
序
盤

部
分
と
、
タ
ン
ク
レ
ー
ド
と
の
類
似
関
係
を
表
に
整
理
し
よ

う
。「

抗
弁
論
」
の
構
成
に
お
け
る
『
ブ
ラ
ク
ト
ン
』
と
タ
ン

ク
レ
ー
ド
そ
れ
ぞ
れ
の
著
述
を
見
る
と
、
ま
ず
そ
の
項
目
数
・

各
項
目
の
分
量
に
大
き
な
違
い
が
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
タ

ン
ク
レ
ー
ド
が
一
つ
の
セ
ク
シ
ョ
ン
で
ま
と
め
て
述
べ
て
い

る
所
を
、『
ブ
ラ
ク
ト
ン
』
は
小
項
目
に
分
け
な
が
ら
、
時

に
各
項
目
で
の
重
複
も
加
え
て
論
じ
て
い
る
。
一
方
で
、
タ

ン
ク
レ
ー
ド
と
の
類
似
が
指
摘
さ
れ
て
い
な
い
「
抗
弁
と
は

何
で
あ
る
か
」
に
お
い
て
は
、
ア
ー
ゾ
に
よ
る
ユ
帝
『
法
学

『ブラクトン』の学識法利用に関する検討（一）

第
一
章

「
抗
弁
論
」
に
お
け
る
『
ブ
ラ

ク
ト
ン
』
と
タ
ン
ク
レ
ー
ド
の

比
較

表 『ブラクトン』とタンクレードの対照

『ブラクトン』｢抗弁について」
(DE EXCEPTIONIBUS）頁数は Bracton vol.4に準拠

タンクレード「抗弁と反抗弁について」
(De exceptionibus et replicationibus）

｢抗弁について」
(De exceptionibus, f.399b : vol.4, p.245, line 3�14) 首項 (S.139, line 22�24)

｢抗弁とは何であるか」
(Quid sit exceptio, f.399b : p.245, line15�17)
｢抗弁の分類について」(De divisione exceptionum,

f.399b�400 : p.245, line 18�p.246, line 2) 第一項 (S.140, line 1�10)

｢同じく、いかなる段階で抗弁は提起されるべきか、
あるいは提起されざるべきか」(Item quando

proponendae sunt et quando non, f.400 : p.246, line 3�14)
第一項 (S.140, line 11�S.141, line 7)

｢同じく、抗弁には係争地検分の前に生じるものと、
係争地検分の後に生じるものがある」
(Item quaedam sunt ante visum et quaedam post, f.400 :

p.246, line 15�p.247, line 5)

第一項 (S.140, line 11�S.141, line 4.

S.142, line 3�17)

｢同じく、抗弁に対して反抗弁が認められる」
(Item contra exceptionem competit replicatio, f.400�
400b : p.247, line 6�16)

第五項(S.146, line 1�11)

｢反抗弁に対して再抗弁が認められる」
(Ad replicationem competit triplicatio, f.400b : p.247, line

17�21)
第五項 (S.146, line 1�11)

｢抗弁は時に永続的であり、時に一時的である｣
(Item quaedam sunt perpetuae et quaedam temporales,

f.400b : p.247, line 18�26)

第一項(S.141, line 17�S.142, line 1):、
第四項 (S.145, line 7�12)
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提
要
』
註
釈
内
の
、「
す
な
わ
ち
、
抗
弁
と
は
何
か
、
抗
弁
の
分
類
と
は
何
か
、
如
何
な
る
時
に
、
如
何
な
る
よ
う
に
、
誰
に
よ
り
抗

弁
が
行
わ
れ
る
か
と
い
う
こ
と
を
考
察
せ
ね
ば
な
ら
な
い
」(

V
id

e
n

d
u

m
e

st
e

rg
o

q
u

id
sit

e
x

ce
p

tio
e

t
q

u
ae

sit
e

x
ce

p
tio

n
u

m

d
iv

isio
e

t
q

u
an

d
o

e
t

q
u

alite
r

e
t

a
q

u
ib

u
s

o
p

p
o

n
an

tu
r.

）
が
引
か
れ
て
い
る

(

�)

。『
ブ
ラ
ク
ト
ン
』
の
「
抗
弁
論
」
は
、
正
に
ア
ー
ゾ

の
示
し
た
順
序
に
従
う
が
、
そ
の
内
容
は
ア
ー
ゾ
に
教
え
を
受
け
た
タ
ン
ク
レ
ー
ド
に
依
拠
を
深
め
て
い
く
の
で
あ
る
。

ま
ず
は
『
ブ
ラ
ク
ト
ン
』
の
「
抗
弁
論
」
冒
頭
か
ら
、
タ
ン
ク
レ
ー
ド
が
ど
の
よ
う
に
参
照
さ
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
に

検
討
し
よ
う
。
以
下
で
は
、
先
の
図
で
挙
げ
た
『
ブ
ラ
ク
ト
ン
』
と
タ
ン
ク
レ
ー
ド
の
試
訳
を
本
文
に
示
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
原
文
は
文

末
脚
注
に
示
し
て
い
る
。

第
一
節

全
体
の
序
論
お
よ
び
抗
弁
の
分
類
に
つ
い
て
の
比
較

『
ブ
ラ
ク
ト
ン
』

f.
3

9
9

b

抗
弁
に
つ
い
て
（D
e

e
x

ce
p

tio
n

ib
u

s
）

「
延
廷
や
不
出
頭
申
立
の
後
に
、
法
廷
召
喚
日
の
問
題
に
我
々
は
戻
ろ
う
。
そ
の
日
に
両
当
事
者
が
対
峙
し
、
被
告
が
権
原
担
保
人

を
持
た
ず
、
あ
る
い
は
持
っ
て
い
て
も
何
も
担
保
に
供
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
、
前
述
の
如
く
原
告
の
請
求
表
示
が
裁
判
官
の
面
前
で
裁

判
所
に
提
示
さ
れ
、
支
持
さ
れ
、
証
明
が
提
供
さ
れ
た
な
ら
ば
、
訴
権
を
排
除
す
る
た
め
に
、
被
告
が
抗
弁
を
有
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ

を
提
示
し
、
証
明
し
、
そ
し
て
抗
弁
が
被
告
自
身
に
属
す
る
こ
と
を
示
す
。
そ
れ
は
訴
権
に
つ
い
て
説
か
れ
る
内
容
に
従
い
、
方
法
も

同
じ
で
あ
る
。
抗
弁
が
訴
権
の
代
わ
り
だ
か
ら
で
あ
る
。
抗
弁
を
主
張
す
る
者
は
挙
証
責
任
に
お
い
て
（
原
告
と
）
同
様
に
見
ら
れ
る
。

ま
た
訴
権
と
の
関
連
か
ら
抗
弁
は
語
ら
れ
、
一
方
が
他
方
に
対
抗
す
る
。
原
告
は
訴
権
に
よ
っ
て
武
装
し
あ
た
か
も
剣
を
帯
び
る
よ
う

に
、
被
告
は
逆
に
抗
弁
に
よ
っ
て
防
御
し
あ
た
か
も
盾
を
か
ざ
す
よ
う
に
守
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る

(

�)

」

論 説
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f.
3

9
9

b

抗
弁
と
は
何
で
あ
る
か
（Q

u
id

sit
e

x
ce

p
tio

）

「
特
に
注
意
す
べ
き
は
、
抗
弁
と
は
何
で
あ
る
か
と
、(

そ
れ
が
）
ど
の
よ
う
に
分
類
さ
れ
る
か
で
あ
る
。
抗
弁
と
は
、
そ
れ
を
通

じ
て
訴
権
が
破
棄
さ
れ
る
又
は
延
期
さ
れ
る
と
い
っ
た
訴
権
の
排
除
で
あ
る
と
知
る
べ
き
で
あ
る

(

�)

」

f.
3

9
9

b�
4

0
0

抗
弁
の
分
類
に
つ
い
て
（D

e
d

iv
isio

n
e

e
x

ce
p

tio
n

u
m

）

「
抗
弁
は
以
下
の
よ
う
に
分
類
さ
れ
る
。
実
際
、
抗
弁
は
遷
延
的
な
も
の
と
絶
対
的
な
も
の
が
あ
り
、
こ
れ
が
最
初
の
簡
略
な
区
別

で
あ
る
。
同
様
に
、
遷
延
的
抗
弁
の
中
に
は
裁
判
管
轄
権
に
関
し
て
絶
対
的
な
も
の
が
あ
る
が
、
訴
権
に
対
し
て
遷
延
的
で
あ
っ
て
絶

対
的
で
な
い
も
の
が
あ
る
。
同
様
に
、
他
に
令
状
に
は
絶
対
的
な
も
の
が
あ
る
が
訴
権
に
は
遷
延
的
な
も
の
が
あ
る
。
抗
弁
と
は
あ
ら

ゆ
る
訴
訟
あ
る
い
は
訴
権
に
関
し
て
一
般
的
な
も
の
と
、
特
定
の
訴
権
に
対
し
て
の
み
請
求
し
付
与
さ
れ
る
特
別
な
抗
弁
が
あ
る
。
な

ぜ
な
ら
、
ア
サ
イ
ズ
訴
訟
や
立
入
訴
訟
に
関
し
て
前
述
し
た
よ
う
に
、
訴
権
は
訴
訟
方
式
に
依
拠
す
る
特
有
の
抗
弁
を
持
っ
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。
裁
判
管
轄
権
に
対
す
る
抗
弁
、
原
告
適
格
に
対
す
る
抗
弁
、
令
状
に
対
す
る
抗
弁
が
あ
る
。
ま
た
様
々
な
訴
訟
に
応
じ
て

時
間
か
ら
生
じ
る
抗
弁
、
嘆
願
に
お
け
る
場
所
の
誤
り
を
理
由
と
し
て
認
め
ら
れ
る
抗
弁
が
あ
り
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
上
の
箇
所
で

述
べ
た
。
ま
た
全
て
の
訴
訟
に
つ
い
て
一
般
的
に
存
在
す
る
も
の
は
一
般
的
抗
弁
で
あ
り
、
ま
た
こ
れ
ら
は
訴
権
の
猶
予
や
特
別
訴
権

に
準
ず
る
も
の
で
あ
る
故
に
、
た
と
え
時
期
に
つ
い
て
相
違
が
あ
っ
た
と
し
て
も
訴
権
を
無
効
と
し
な
い
の
で
あ
る

(

�)

」

タ
ン
ク
レ
ー
ド
『
裁
判
手
続
の
書
』

抗
弁
と
反
抗
弁
に
つ
い
て
（D

e
e

x
ce

p
tio

n
ib

u
s

e
t

re
p

licatio
n

ib
u

s

）

首
項
「
被
告
は
裁
判
に
出
廷
し
た
時
、
抗
弁
と
い
う
手
段
に
よ
っ
て
し
ば
し
ば
救
済
さ
れ
る
。
あ
る
時
は
裁
判
を
遅
延
さ
せ
る
こ
と
、

あ
る
時
は
原
告
の
訴
権
を
無
効
と
さ
せ
る
こ
と
が
被
告
に
認
め
ら
れ
て
い
る
。
故
に
抗
弁
に
つ
い
て
我
々
は
考
察
を
行
お
う

(

�)

」

『ブラクトン』の学識法利用に関する検討（一）
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第
一
項
「
抗
弁
に
は
遷
延
的
な
も
の
、
絶
対
的
な
も
の
が
あ
る
。
遷
延
的
抗
弁
の
内
に
は
裁
判
を
遅
延
さ
せ
る
も
の
と
、
裁
決
を
猶

予
す
る
も
の
が
あ
る
。
し
か
し
裁
判
遅
延
の
た
め
に
為
さ
れ
る
も
の
は
、
裁
判
管
轄
権
そ
の
も
の
か
ら
、
裁
判
官
適
格
か
ら
、
他
方
で

原
告
ま
た
は
彼
の
代
理
人
適
格
か
ら
、
訴
え
ら
れ
て
い
る
被
告
の
本
人
適
格
か
ら
認
め
ら
れ
る
。
一
般
的
に
、
裁
判
遅
延
の
た
め
に
行

う
全
て
の
抗
弁
は
訴
訟
開
始
当
初
の
段
階
で
提
起
と
証
明
を
す
べ
き
で
あ
り
、
ま
た
抗
弁
を
出
す
時
期
を
逸
し
た
者
は
、
そ
の
た
め
に

後
で
立
ち
戻
る
こ
と
は
で
き
な
い

(

�)

」

検
討こ

の
部
分
の
検
討
で
ま
ず
明
ら
か
に
な
る
の
は
、「
抗
弁
に
つ
い
て
」
の
項
目
に
お
け
る
『
ブ
ラ
ク
ト
ン
』
の
分
量
が
タ
ン
ク
レ
ー

ド
を
遥
か
に
上
回
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る

(

�)

。
原
告
が
行
使
す
る
訴
権
と
、
被
告
が
行
使
す
る
抗
弁
と
を
そ
れ
ぞ
れ
剣
と
盾
に
見
立
て
る

印
象
的
な
箇
所
は
ア
ー
ゾ
か
ら
引
か
れ
て
い
る

(

�)

。「
抗
弁
に
つ
い
て
」
お
よ
び
「
抗
弁
と
は
何
で
あ
る
か
」
の
項
目
に
お
け
る
タ
ン
ク

レ
ー
ド
へ
の
依
拠
は
そ
れ
ほ
ど
の
も
の
で
は
な
い
が
、「
抗
弁
の
分
類
に
つ
い
て
」
の
項
目
以
降
、『
ブ
ラ
ク
ト
ン
』
と
タ
ン
ク
レ
ー
ド

の
抗
弁
論
と
の
類
似
性
は
増
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

『
ブ
ラ
ク
ト
ン
』
は
「
抗
弁
の
分
類
に
つ
い
て
」
の
項
目
で
、
タ
ン
ク
レ
ー
ド
に
倣
い
「
遷
延
的
抗
弁
」(

e
x

ce
p

tio
d

ilato
riae

）

と
「
絶
対
的
抗
弁
」(

e
x

ce
p

tio
p

e
re

m
p

to
riae

）
の
二
種
に
抗
弁
を
ま
ず
分
類
す
る

(

�)

。
こ
の
二
分
構
造
が
ロ
ー
マ
法
に
端
を
発
す
る
も

の
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
ロ
ー
マ
法
上
の
抗
弁
で
は
、
前
者
は
一
時
的
に
原
告
の
権
利
の
行
使
を
阻
止
す
る
も
の
と
し
て
、
後

者
は
永
久
的
に
原
告
の
権
利
の
行
使
を
阻
止
す
る
も
の
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
設
定
さ
れ
て
い
る

(

�)

。『
ブ
ラ
ク
ト
ン
』
も
こ
れ
を
引
き
継
い

で
い
る
が
、
遷
延
的
抗
弁
に
対
す
る
説
明
は
、
裁
判
管
轄
権
あ
る
い
は
令
状
と
訴
権
を
関
連
さ
せ
る
こ
と
で
、
例
え
ば
誤
り
が
あ
っ
た

と
し
て
抗
弁
に
よ
り
令
状
が
棄
却
さ
れ
た
と
し
て
も
、
訴
権
そ
の
も
の
を
棄
却
す
る
の
で
は
な
く
、
新
し
く
正
し
い
令
状
を
獲
得
す
る

論 説
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こ
と
で
訴
訟
を
再
び
提
起
で
き
る
、
と
い
う
意
味
を
も
含
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

続
い
て
、『
ブ
ラ
ク
ト
ン
』
は
一
般
的
に
認
め
ら
れ
る
抗
弁
と
、
特
定
の
訴
権
に
対
し
て
の
み
付
与
さ
れ
る
特
別
な
抗
弁
と
が
存
在

し
、
訴
訟
方
式
に
依
拠
す
る
特
有
の
抗
弁
を
全
て
の
訴
訟
が
有
し
て
い
る
こ
と
が
そ
の
理
由
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
タ
ン
ク
レ
ー
ド

と
同
じ
く
「
遷
延
的
」
と
「
絶
対
的
」
の
分
類
を
用
い
な
が
ら
も
、『
ブ
ラ
ク
ト
ン
』
で
は
抗
弁
の
分
類
に
「
一
般
的
」
と
「
特
別
」

と
い
う
区
別
が
新
た
に
加
え
ら
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
そ
の
上
で
「
一
般
的
」(

g
e

n
e

rale
s

）
な
抗
弁
と
し
て
、『
ブ
ラ
ク
ト
ン
』

は
五
種
類
を
挙
げ
て
い
る
。
前
半
の
二
つ
の
抗
弁
、
す
な
わ
ち
「
裁
判
管
轄
権
に
対
す
る
抗
弁
」
と
「
原
告
適
格
に
対
す
る
抗
弁
」
は

タ
ン
ク
レ
ー
ド
と
共
通
し
て
い
る
が
、
後
半
の
三
つ
の
抗
弁
は
タ
ン
ク
レ
ー
ド
の
文
章
に
は
記
載
が
な
い
。
特
に
目
を
引
く
の
は
「
令

状
に
対
す
る
抗
弁
」(

e
x

ce
p

tio
co

n
tra

b
re

v
e

）
で
あ
り
、
令
状
発
給
か
ら
始
ま
る
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
訴
訟
手
続
に
対
応
す
る
た
め
に

創
作
さ
れ
た
抗
弁
の
形
態
で
あ
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
な
お
、「
特
別
」
の
抗
弁
に
つ
い
て
は
「
付
与
さ
れ
る
」(

d
atu

r

）
と
受
動

態
で
『
ブ
ラ
ク
ト
ン
』
が
記
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
被
告
が
こ
れ
を
行
使
す
る
こ
と
を
欲
す
る
場
合
は
、
そ
の
度
に
裁
判
官
に
よ
る
有

効
性
の
判
断
を
要
し
た
と
思
わ
れ
る
。

(

�)

本
稿
で
利
用
す
る
『
ブ
ラ
ク
ト
ン
』
の
テ
キ
ス
ト
は
、B

ra
cton

on
th

e
L

a
w

s
a

n
d

C
u

stom
s

of
E

n
gla

n
d

v
o

l.1
�

4
,

tran
s.

S
.

E
.

T
h

o
rn

e
,

N
e

w
Y

o
rk

,
1

9
9

7
,

rp
t.

で
あ
る
。
な
お
、
本
稿
で
は
人
物
と
の
混
同
を
避
け
る
た
め
、
テ
キ
ス
ト
を
指
す
場
合
は
『
ブ
ラ
ク
ト
ン
』

と
表
記
し
、
人
物
を
指
す
場
合
は
ヘ
ン
リ
・
ド
・
ブ
ラ
ク
ト
ン
と
表
記
す
る
。
タ
ン
ク
レ
ー
ド
の
テ
キ
ス
ト
は
、P

ilii,
T

a
n

cred
i,

G
ra

tia
e

L
ib

ri
d

e
Iu

d
icioru

m
O

rd
in

e,
e

d
.

F
rie

d
rich

C
h

ristian
B

e
rg

m
an

n
,
�
�����

���
,

1
8

4
2

のN
ab

u
P

re
ss

に
よ
る
二
〇
一
〇
年
の
リ
プ
リ

ン
ト
版
と
、
そ
の
欠
落
部
分
に
デ
ジ
タ
ル
版
と
し
て
バ
イ
エ
ル
ン
州
立
図
書
館
のO

P
A

C
p

lu
s
(

h
ttp

://w
w

w
.b

sb
-m

u
e

n
ch

e
n
.d

e
/A

k
tu

e
lle

s-

au
s-d

e
r-B

ay
e

risch
e

n
-S

taatsb
ib

lio
th

e
k
.1

4
.0

.h
tm

l

）
で
公
開
さ
れ
て
い
る
も
の
と
を
併
用
し
た
。
デ
ジ
タ
ル
版
に
つ
い
て
情
報
提
供
を
頂

い
た
北
海
道
大
学
の
水
野
浩
二
准
教
授
に
、
こ
の
場
を
借
り
て
御
礼
申
し
上
げ
る
。
ド
ロ
ゲ
ー
ダ
の
テ
キ
ス
ト
は
、D

ie
S

u
m

m
a

A
u

rea

d
es

W
ilh

elm
u

s
d

e
D

rok
ed

a
,

h
e

rau
sg

e
g
e

b
e

n
v

o
n

L
u

d
w

ig
W

ah
rm

u
n

d
,

Q
u

ellen
zu

r
G

esch
ich

te
d

es
	
�

�
��
-k

a
n

on
isch

en
P

rozesses

『ブラクトン』の学識法利用に関する検討（一）
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im
M

ittela
lter,

B
d
.

2
,

H
e

ft
2
,

A
ale

n
,

N
e

u
d

ru
ck

d
e

r
A

u
sg

ab
e

1
9

1
4
,

1
9

6
2

を
利
用
し
た
。
名
前
の
呼
称
は
ド
イ
ツ
語
（D

ro
k

e
d

a

）
と

英
語
（D

ro
g

h
e

d
a

）
で
差
異
が
あ
る
が
、
本
稿
で
は
英
語
表
記
に
従
っ
た
。
ロ
ー
マ
法
文
の
テ
キ
ス
ト
は
、B

e
ro

lin
i:

A
p

u
d

W
e

id
m

an
n

o
s

のC
o

rp
u

s
iu

ris
civ

ilis

の
シ
リ
ー
ズ

(
v

o
l.1

:
In

stitu
tion

es
/

recogn
ovit

P
a

u
lu

s
K

ru
eger.

D
igesta

/
recogn

ovit
T

h
eod

oru
s

M
om

m
sen

retra
cta

vit
P

a
u

lu
s

K
ru

eger,
E

d
itio

se
x

ta
d

e
cim

a
lu

cis
o

p
e

e
x

p
re

ssa,
1

9
5

4
.

v
o

l.2
:

C
od

ex
Ju

stin
ia

n
u

s
/

recogn
ovit

et
retra

cta
vit

P
a

u
lu

s
K

ru
eger,

E
d

itio
d

u
o

ce
cim

a
lu

cis
ip

e
e

x
p

re
ssa,

1
9

5
9)

を
参
照
し
た
。

(

�)

ヘ
ン
リ
・
ド
・
ブ
ラ
ク
ト
ン
（
？
―
一
二
六
八)

と
彼
の
著
書
に
つ
い
て
の
概
略
は
、
さ
し
あ
た
り
碧
海
純
一
・
伊
藤
正
己
・
村
上
淳

一
編
『
法
学
史
』(

東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
六)

、
二
二
三
＝
二
二
五
頁
お
よ
び
、
直
江
眞
一
「
法
典
・
法
集
成｣

、
高
山
博
・
池
上
俊

一
編
、『
西
洋
中
世
学
入
門
』(

東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
五)

、
二
四
五
＝
二
四
七
頁
を
参
照
。
我
が
国
に
お
け
る
『
ブ
ラ
ク
ト
ン
』
と

「
法
の
支
配
」
と
の
関
心
の
発
端
に
は
、
Ｃ
・
Ｈ
・
マ
ク
ヮ
ル
ワ
イ
ン
、
森
岡
敬
一
郎
訳
『
立
憲
主
義

そ
の
成
立
過
程
』(

慶
應
通
信
、

一
九
六
七
、
原
著
はC

.
H

.
M

cIlw
ain

,
C

on
stitu

tion
a

lism
A

n
cien

t
a

n
d

M
od

ern
,

Ith
aca,

N
e

w
Y

o
rk

,
1

9
4

7
,

re
v
.

）
が
挙
げ
ら
れ
る
。

同
著
に
対
す
る
テ
ィ
ア
ニ
ー
、
ル
イ
ス
な
ど
の
反
論
を
含
め
た
一
連
の
研
究
は
、
松
垣
裕
「
ブ
ラ
ク
ト
ン
の
王
権
論
に
お
け
る
『
法
の
支
配
』

理
念
（
上)｣

、
法
文
論
叢
文
科
篇
三
九
、
一
九
七
七
、
八
九
＝
一
一
四
頁
お
よ
び
、
同
「
ブ
ラ
ク
ト
ン
の
王
権
論
に
お
け
る
『
法
の
支
配
』

理
念
（
下)｣

、
法
文
論
叢
文
科
篇
四
一
、
一
九
七
八
、
八
四
＝
一
〇
二
頁
に
要
約
さ
れ
て
い
る
。
近
年
で
は
、
松
原
幸
恵
「
ブ
ラ
ク
ト
ン
に

お
け
る
王
権
と
教
権

『
神
の
下
に
あ
る
国
王
』
の
側
面
に
関
す
る
一
考
察｣

、
社
会
科
学
ジ
ャ
ー
ナ
ル
四
五
、
二
〇
〇
〇
、
六
七
＝
九

三
頁
、
土
居
美
徳
「
ヘ
ン
リ
ー
・
オ
ブ
・
ブ
ラ
ク
ト
ン
の
法
思
想

古
来
の
慣
習
と
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
統
治｣

、
奥
羽
大
学
文
学
部
紀
要

十
七
、
二
〇
〇
五
、
四
六
＝
五
六
頁
が
、「
法
の
支
配
」
と
の
関
連
で
『
ブ
ラ
ク
ト
ン
』
を
扱
っ
て
い
る
。
赤
澤
計
真
『
イ
ギ
リ
ス
中
世
国

家
史
研
究
』(

多
賀
出
版
、
一
九
八
八)

、
一
四
九
＝
一
七
二
頁
は
権
原
開
示
訴
訟
と
の
関
連
を
研
究
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
吉
野
悟
「
ブ

ラ
ク
ト
ンD

e
L

e
g

ib
u

s

の
『
人
の
法
』
に
お
け
る
自
由
と
従
属｣
、
日
本
法
学
五
四
（
二)

、
一
九
八
八
、
一
八
三
＝
二
五
一
頁
お
よ
び
、

同
「
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
人
の
法
に
お
け
る
ブ
ラ
ク
ト
ン
（B

racto
n

）
と
カ
ウ
ェ
ル
（C

o
w

e
ll

）

家
族
概
念
史
の
一
部
と
し
て｣

、
法
学

紀
要
三
〇
、
一
九
八
八
、
七
＝
七
〇
頁
は
ロ
ー
マ
法
の
視
点
か
ら
『
ブ
ラ
ク
ト
ン
』
を
検
討
し
た
も
の
で
あ
る
。
佐
藤
伊
久
男
「
十
三
世
紀

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
け
る
教
会
と
国
家

裁
判
管
轄
権
を
め
ぐ
っ
て

｣
、
同
編
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
統
合
的
諸
権
力
の
構
造
と

展
開
』(

創
文
社
、
一
九
九
四)

、
四
七
七
＝
五
五
一
頁
は
本
稿
で
も
扱
う
「
抗
弁
論
」
と
、
当
時
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
け
る
国
家
と
教
会

の
関
係
を
論
じ
て
い
る
。
ま
た
、
沢
田
裕
治
「『

ブ
ラ
ク
ト
ン
』
体
系
の
構
成
・
再
論｣
、
国
方
敬
司
・
直
江
眞
一
編
『
史
料
が
語
る
中
世
ヨ
ー

論 説
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ロ
ッ
パ
』(

刀
水
書
房
、
二
〇
〇
四)

、
五
三
＝
七
〇
頁
は
、
英
訳
本
出
版
ま
で
の
『
ブ
ラ
ク
ト
ン
』
全
体
の
構
成
に
関
す
る
先
行
研
究
を
要

約
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、『
グ
ラ
ン
ヴ
ィ
ル
』
と
『
ブ
ラ
ク
ト
ン
』
の
カ
ウ
サ
（cau

sa

）
論
に
着
目
し
た
も
の
と
し
て
、
菊
池
肇
哉
「
中
世

英
国
コ
モ
ン
・
ロ
ー

グ
ラ
ン
ヴ
ィ
ル
と
ブ
ラ
ク
ト
ン
に
於
け
る
契
約
『
カ
ウ
サ
』
理
論｣

、
法
学
紀
要
五
四
、
二
〇
一
三
、
一
六
三
＝
一

九
〇
頁
が
あ
る
。

(

�)
F

.
W

.
M

aitlan
d
,

B
ra

cton
a

n
d

A
zo,

S
e

ld
e

n
S

o
cie

ty
v

o
l.8

,
1

8
9

4
,

x
v

iii

を
参
照
。

(

�)
G

.
E

.
W

o
o

d
b

in
e
,
“

T
h

e
R

o
m

an
E

le
m

e
n

ts
in

B
racto

n
’s

D
e

A
d

q
u

ire
n

d
o

R
e

ru
m

D
o

m
in

o
”
,

Y
a

le
L

a
w

Jou
rn

a
l

v
o

l.3
1
,

1
9

2
2
,

8
3

1

を
参
照
。

(

�)
H

e
rm

an
n

K
an

to
ro

v
icz,

B
ra

cton
ia

n
p

rob
lem

s
:

b
ein

g
th

e
n

in
th

lectu
re

on
th

e
D

a
vid

M
u

rra
y

F
ou

n
d

a
tion

in
th

e
U

n
iversity

of

G
la

sgow
,

G
lasg

o
w

U
n

iv
e

rsity
p

u
b

licatio
n

s
5

6
,

1
9

4
1
,

p
p
.5

8
�

1
2

7

を
参
照
。

(

�)
Ib

id
.,

p
p
.3

6
�

5
8

を
参
照
。

(

�)

メ
イ
ト
ラ
ン
ド
も
、
タ
ン
ク
レ
ー
ド
のS

u
m

m
a

d
e

M
a

trim
on

io

が
『
ブ
ラ
ク
ト
ン
』
の
婚
姻
の
部
分
に
影
響
を
与
え
た
と
し
て
い

た
。M

aitlan
d
,

B
ra

cton
a

n
d

A
zo,

p
p
.2

2
1
�

2
2

4

を
参
照
。
シ
ュ
ル
ツ
の
『
裁
判
手
続
の
書
』
へ
の
最
初
の
注
目
は
、F

ritz
S

ch
u

lz,
“
C

riti-

cal
S

tu
d

ie
s

o
n

B
racto

n
’s

T
re

atise
”
,

L
a

w
Q

u
a

rterly
R

eview
v

o
l.5

9
,

1
9

4
3
,

1
7

2
�

1
8

0

で
あ
る
。
シ
ュ
ル
ツ
は
更
に
、F

ritz
S

ch
u

lz,

“
A

N
e

w
A

p
p

ro
ach

to
B

racto
n
”
,

2
S

em
in

a
r

Ju
rist,

1
9

4
4
,

4
1
�

5
0

に
お
い
て
、
タ
ン
ク
レ
ー
ド
を
『
ブ
ラ
ク
ト
ン
』
の
執
筆
に
お
け
る

重
要
な
典
拠
の
一
つ
に
位
置
づ
け
た
。
そ
し
て
リ
チ
ャ
ー
ド
ソ
ン
に
よ
る
更
な
る
比
較
検
討
が
、H

.
G

.
R

ich
ard

so
n
,

“
T

an
cre

d
,

R
ay

m
o

n
d
,

an
d

B
racto

n
”
,

E
n

glish
H

istorica
l

R
eview

v
o

l.5
9
,

1
9

4
4
,

3
7

6
�

3
8

4

お
よ
び
、H

.
G

.
R

ich
ard

so
n
,

“
S

tu
d

ie
s

in
B

racto
n
”
,

T
ra

d
itio

v
o

l.6
,

1
9

4
8
,

6
1
�

1
0

4

に
お
い
て
進
め
ら
れ
た
。
こ
れ
ら
の
成
果
はH

.
G

.
R

ich
ard

so
n
,

B
ra

cton
:

th
e

P
rob

lem
of

h
is

T
ext,

S
e

ld
e

n
S

o
cie

ty
S

u
p

p
le

m
an

tary
S

e
rie

s
v

o
l.2

,
1

9
6

5

に
収
め
ら
れ
、
そ
の
成
果
は
ソ
ー
ン
に
も
引
き
継
が
れ
て
い
る
。『
裁
判
手
続
の
書
』

の
訳
語
は
、
ア
ル
ト
ゥ
ー
ル
・
エ
ン
ゲ
ル
マ
ン
、
小
野
木
常
・
中
野
貞
一
郎
編
訳
、『
民
事
訴
訟
法
概
史
』(

信
山
社
、
二
〇
〇
七)

、
二
九

〇
＝
二
九
一
頁(

原
著
はA

.
E

n
g

e
lm

an
n
,

D
er

C
ivilp

rozess
:

G
esch

ich
te

u
n

d
S

ystem
B

d
.

2
,

H
eft

3
:

D
er

rom
a

n
isch

-k
a

n
on

isch
e

P
rozess

u
n

d
d

ie
E

n
tw

ick
lu

n
g

d
es

P
rozessrech

ts
in

D
eu

tsch
la

n
d

b
is

zu
m

E
rla

ss
d

er
d

eu
tsch

en
C

ivilp
rozessord

n
u

n
g,

B
re

slau
,

1
8

9
5
,

S
.3

7
�

3
8
.)

に
従
っ
た
。

(

�)

こ
こ
ま
で
の
『
ブ
ラ
ク
ト
ン
』
研
究
に
つ
い
て
は
、
松
垣
裕
「
コ
モ
ン
＝
ロ
ー
に
お
け
る
ロ
ー
マ
法
の
影
響｣

、
法
文
論
叢
文
科
篇
三

『ブラクトン』の学識法利用に関する検討（一）
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六
、
一
九
七
五
、
七
七
＝
九
三
頁
お
よ
び
、
プ
ラ
ク
ネ
ッ
ト
、
イ
ギ
リ
ス
法
研
究
会
訳
、『
イ
ギ
リ
ス
法
制
史
（
下)

』(

東
京
大
学
出
版
会
、

一
九
五
九)

、
四
八
一
＝
四
八
四
頁
（
原
著
はT

h
e

o
d

o
re

P
lu

ck
n

e
tt,

A
C

on
cise

H
istory

of
th

e
C

om
m

on
L

a
w

5
th

e
d
,

L
o

n
d

o
n
,

1
9

5
6
,

p
p
.2

6
1
�

2
6

2)

、T
.

F
.

T
.

P
lu

ck
n

e
tt,

E
a

rly
E

n
glish

L
ega

l
L

itera
tu

re,
C

am
b

rid
g

e
,

1
9

5
8
,

p
p
.4

2
�

7
9

を
参
照
。
し
か
し
な
が
ら
、
メ
イ

ト
ラ
ン
ド
の
評
価
は
メ
イ
ン
の
『
ブ
ラ
ク
ト
ン
』
評
価
に
対
す
る
反
論
の
意
味
を
有
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
メ
イ
ン
は
「
ブ
ラ
ク
ト
ン
の

剽
窃
」
と
し
て
、『
ブ
ラ
ク
ト
ン
』
が
ロ
ー
マ
法
を
イ
ギ
リ
ス
の
も
の
と
偽
っ
て
持
ち
込
ん
で
き
た
と
評
し
て
い
た
。
ヘ
ン
リ
ー
・
サ
ム
ナ
ー
・

メ
ー
ン
、
小
泉
鐡
訳
、『
古
代
法
律
』(

岡
書
院
、
一
九
二
六)

、
五
〇
頁
（
原
著
はS

ir
H

e
n

ry
S

u
m

n
e

r
M

ain
e
,

A
n

cien
t

la
w

:
its

con
n

ec-

tion
w

ith
th

e
ea

rly
h

istory
of

society
a

n
d

its
rela

tion
to

m
od

ern
id

ea
s

1
0

th
e

d
,

L
o

n
d

o
n
,

1
8

8
5
,

p
.8

2

）
を
参
照
。

(

�)

メ
イ
ト
ラ
ン
ド
説
の
根
拠
は
以
下
の
四
点
で
あ
る
。
ま
ず
『
ブ
ラ
ク
ト
ン
』
が
引
用
す
る
判
例
は
一
二
四
〇
年
以
前
の
も
の
が
ほ
と
ん

ど
で
あ
る
点
、
次
に
一
二
五
九
年
の
ウ
ェ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
条
款
に
よ
る
変
更
が
反
映
さ
れ
て
い
な
い
点
、
そ
し
て
コ
ー
ン
ウ
ォ
ー
ル
伯
リ

チ
ャ
ー
ド
（
一
二
五
七
年
に
神
聖
ロ
ー
マ
皇
帝
に
選
出
）
の
称
号
が
変
わ
っ
て
い
な
い
点
、
最
後
に
一
二
五
六
年
の
「
閏
年
法
」(

S
tatu

te

o
f

L
e

ap
Y

e
ar

）
に
つ
い
て
の
言
及
が
な
い
点
で
あ
る
。F

.
W

.
M

aitlan
d
,

B
ra

cton
’s

n
ote

b
ook

:
a

collection
of

ca
ses

d
ecid

ed
in

th
e

K
in

g’s

C
ou

rts
d

u
rin

g
th

e
reign

of
H

en
ry

th
e

T
h

ird
v

o
l.1

,
B

u
ffalo

N
e

w
Y

o
rk

,
1

9
9

9
,

re
p
,

p
p
.3

7
�

4
5

を
参
照
。
カ
ン
ト
ロ
ヴ
ィ
チ
は
そ
の
反

論
と
し
て
、
ま
ず
「
古
の
判
決
」(

v
e

te
ra

iu
d

icia

）
に
注
目
す
る
。『
ブ
ラ
ク
ト
ン
』
が
一
二
五
〇
年
代
に
執
筆
さ
れ
、
更
に
そ
の
執
筆
が

ユ
帝
『
法
学
提
要
』
等
に
あ
る
類
似
の
文
章
に
従
っ
た
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
メ
イ
ト
ラ
ン
ド
の
よ
う
に
一
二
四
〇
年
代
の
判
決
と
解
釈
す

る
の
は
不
自
然
で
あ
り
、
む
し
ろ
ロ
ー
マ
法
を
指
す
も
の
で
あ
る
と
し
た
。
次
に
『
ブ
ラ
ク
ト
ン
』
序
論
の
「
扱
う
事
項
は
何
か
」(

Q
u

ae

sit
m

ate
ria

）
と
、
ア
ー
ゾ
お
よ
び
ド
ロ
ゲ
ー
ダ
の
著
書
そ
れ
ぞ
れ
の
序
論
と
を
比
較
す
る
と
、
ド
ロ
ゲ
ー
ダ
の
用
語
法
は
ア
ー
ゾ
よ
り
も

『
ブ
ラ
ク
ト
ン
』
に
近
い
も
の
で
あ
り
、
ド
ロ
ゲ
ー
ダ
の
著
書
の
執
筆
年
代
は
著
書
内
の
方
式
書
か
ら
一
二
三
九
年
頃
と
考
え
ら
れ
る
と
し

た
。
以
上
の
二
点
か
ら
国
王
裁
判
官
書
記
時
代
の
ヘ
ン
リ
・
ド
・
ブ
ラ
ク
ト
ン
が
一
二
三
〇
年
代
に
執
筆
し
た
も
の
と
推
定
し
、
ア
ー
ゾ
↓

『
ブ
ラ
ク
ト
ン
』
↓
ド
ロ
ゲ
ー
ダ
と
い
う
伝
播
の
過
程
を
示
す
。K

an
to

ro
v

icz,
B

ra
cton

ia
n

p
rob

lem
s,

p
p
.2

4
�

3
6

を
参
照
。
一
方
で
、
リ

チ
ャ
ー
ド
ソ
ン
は
カ
ン
ト
ロ
ヴ
ィ
チ
説
に
対
し
、
ド
ロ
ゲ
ー
ダ
が
『
ブ
ラ
ク
ト
ン
』
よ
り
も
ア
ー
ゾ
に
依
拠
し
て
い
る
箇
所
が
複
数
存
在
す

る
こ
と
、
ヘ
ン
リ
・
ド
・
ブ
ラ
ク
ト
ン
が
一
二
六
八
年
に
死
亡
す
る
ま
で
『
ブ
ラ
ク
ト
ン
』
の
原
本
を
有
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か

ら
疑
義
を
呈
し
、
ア
ー
ゾ
↓
ド
ロ
ゲ
ー
ダ
↓『

ブ
ラ
ク
ト
ン』

と
い
う
過
程
を
示
す
。H

.
G

.
R

ich
ard

so
n
,
“

A
zo

,
D

ro
g

h
e

d
a,

an
d

B
racto

n
”
,

E
n

glish
H

istorica
l

R
eview

v
o

l.5
9
,

1
9

4
4
,

2
1
�

2
7

を
参
照
。
今
日
で
は
リ
チ
ャ
ー
ド
ソ
ン
説
が
通
説
と
な
っ
て
い
る
。

論 説
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(

�)
T

h
o

rn
e
,

B
ra

cton
v

o
l.3

,
x

v
-x

v
i

を
参
照
。

(

�)
｢

ど
う
や
っ
て
、
王
座
裁
判
所
の
裁
判
官
と
し
て
務
め
て
い
た
人
物
が
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
隅
々
ま
で
国
王
の
随
行
と
し
て
定
期
的
に

移
動
し
、
閉
廷
期
の
間
の
ア
サ
イ
ズ
の
審
理
を
命
じ
て
い
た
よ
う
な
時
期
に
、
長
大
で
複
雑
な
書
物
を
著
す
に
十
分
な
余
暇
を
持
て
た
だ
ろ

う
か
」
と
い
う
疑
問
を
ソ
ー
ン
は
提
示
し
て
い
る
。Ib

id
.,

x
x

x
ii-x

x
x

iii

を
参
照
。

(

�)
P

au
l

B
ran

d
,

“
T

h
e

A
g
e

o
f

B
racto

n
”
,

in
Jo

h
n

H
u

d
so

n
e

d
.

T
h

e
H

istory
of

E
n

gla
n

d
L

a
w

:
C

en
tu

ry
E

ssa
ys

on
‘P

ollock
a

n
d

M
a

itla
n

d
’,

O
x

fo
rd

&
N

e
w

Y
o

rk
,

1
9

9
6
,

7
0
�

7
1

を
参
照
。
な
お
著
書
全
体
の
要
約
に
、
直
江
眞
一
「
成
立
期
コ
モ
ン
・
ロ
ー
研
究
の
現

状｣

、
法
制
史
研
究
四
七
、
一
九
九
七
、
八
七
＝
一
三
八
頁
が
あ
る
。

(

�)
B

ran
d
,

“
A

g
e

o
f

B
racto

n
”
,

7
1
�

7
3

を
参
照
。

(

�)
J.

L
.

B
arto

n
,

“
T

h
e

A
u

th
o

rsh
ip

o
f

B
racto

n
:

A
g

ain
”
,

T
h

e
Jou

rn
a

l
of

L
ega

l
H

istory
v

o
l.3

0
n
.3

,
2

0
0

9
,

1
2

7

を
参
照
。
な
お
バ
ー

ト
ン
は
二
〇
〇
八
年
に
他
界
し
、
こ
の
論
文
が
彼
の
遺
稿
と
な
っ
た
。

(

�)
H

.
G

.
R

ich
ard

so
n
,

B
ra

cton
:

th
e

P
rob

lem
of

h
is

T
ext,

p
.3

お
よ
びB

ran
d
,

“
A

g
e

o
f

B
racto

n
”
,

7
5

を
参
照
。

(

	)
T

h
o

rn
e
,

B
ra

cton
v

o
l.2

,
p

p
.1

9
�

2
0

を
参
照
。

(


)

王
座
裁
判
所
を
退
官
し
た
後
、
ヘ
ン
リ
・
ド
・
ブ
ラ
ク
ト
ン
は
一
二
五
九
年
に
バ
ロ
ン
た
ち
に
よ
っ
て
特
別
な
授
権
を
受
け
た
裁
判
官

の
一
人
に
任
命
さ
れ
、
同
年
に
グ
ロ
ー
ス
タ
ー
、
ウ
ス
タ
ー
、
ヘ
レ
フ
ォ
ー
ド
を
訪
れ
て
お
り
、
一
二
六
一
年
に
国
王
か
ら
エ
セ
ッ
ク
ス
の

ウ
ィ
ザ
ム
に
あ
る
教
会
の
保
護
職
に
任
命
さ
れ
た
後
も
サ
マ
ー
セ
ッ
ト
や
デ
ボ
ン
の
審
問
を
行
い
、
ま
た
ア
サ
イ
ズ
裁
判
官
を
求
め
る
当
事

者
た
ち
に
よ
っ
て
裁
判
官
に
頻
繁
に
選
ば
れ
る
状
況
は
、
彼
の
死
の
前
年
で
あ
る
一
二
六
七
年
に
ま
で
続
い
て
い
た
。J.

L
.

B
arto

n
,

“
T

h
e

M
y

ste
ry

o
f

B
racto

n
”
,

T
h

e
Jou

rn
a

l
of

L
ega

l
H

istory
v

o
l.1

4
n
.3

,
1

9
9

3
,

1
2

5
�

1
2

6

を
参
照
。

(

�)
P

au
l

B
ran

d
,

T
h

e
O

rigin
s

of
th

e
E

n
glish

L
ega

l
P

rofession
,

O
x

fo
rd

,
U

K
&

C
am

b
rid

g
e
,

M
ass.,

U
S

A
,

1
9

9
2
,

p
p
.3

3
�

4
2

を
参
照
。

『
ブ
ラ
ク
ト
ン
』
は
全
四
四
四
フ
ォ
リ
オ
で
構
成
さ
れ
て
い
る
が
、「
抗
弁
論
」
は
そ
の
末
尾f.3

9
9

b�
4

4
4

b

の
約
四
〇
フ
ォ
リ
オ
を
占
め

て
い
る
。

(

�)
L

in
d

a
F

o
w

le
r-M

ag
e

rl,
O

rd
in

es
iu

d
icia

rii
a

n
d

L
ib

elli
d

e
ord

in
e

iu
d

icioru
m
(

from
th

e
m

id
d

le
of

th
e

tw
elfth

to
th

e
en

d
of

th
e

fif-

teen
th

cen
tu

ry)
,

T
y

p
o

lo
g

ie
d

e
s

so
u

rce
s

d
u

M
o

y
e

n
�
��

o
ccid

e
n

tal,
fasc.

6
3
,

T
u

m
h

o
u

t,
1

9
9

4
,

p
p
.4

2
�

4
3

を
参
照
。

(


)
F

re
d
e

rick
P

o
llo

ck
&

F
re

d
e

ric
W

illiam
M

aitlan
d
,

H
istory

of
E

n
glish

L
a

w
b

efore
th

e
T

im
e

of
E

d
w

a
rd

I,
2

n
d

e
d

v
o

l.1
,
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C
am

b
rid

g
e
,

1
8

9
8
,

p
p
.1

3
3
�

1
3

4

を
参
照
。

(

�)

こ
う
し
た
学
識
法
と
の
関
連
に
つ
い
て
の
研
究
が
、
主
と
し
て
カ
ン
ト
ロ
ヴ
ィ
チ
、
シ
ュ
ル
ツ
な
ど
の
ド
イ
ツ
人
ロ
ー
マ
法
学
者
か
ら

提
示
さ
れ
て
い
る
点
も
『
ブ
ラ
ク
ト
ン
』
研
究
の
一
つ
の
特
徴
で
あ
る
。

(
�)

タ
ン
ク
レ
ー
ド
（
一
一
八
五
―
一
二
三
六
）
は
ボ
ロ
ー
ニ
ャ
で
生
ま
れ
、
カ
ノ
ン
法
を
ロ
ー
レ
ン
テ
ィ
ウ
ス
・
ヒ
ス
パ
ー
ヌ
ス

(
L

au
re

n
tiu

s
H

isp
an

u
s

）
と
ジ
ョ
ン
・
オ
ブ
・
ウ
ェ
ー
ル
ズ
（Jo

h
n

o
f

W
ale

s

）
か
ら
、
ロ
ー
マ
法
を
ア
ー
ゾ
か
ら
学
び
、
ボ
ロ
ー
ニ
ャ

で
カ
ノ
ン
法
の
教
鞭
を
取
っ
た
人
物
で
あ
る
。
イ
ン
ノ
ケ
ン
テ
ィ
ウ
ス
三
世
、
ホ
ノ
リ
ウ
ス
三
世
、
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
九
世
に
仕
え
、
教
会
裁

判
所
に
も
出
仕
し
て
い
た
。『
ブ
ラ
ク
ト
ン
』
と
の
類
似
が
指
摘
さ
れ
る
彼
の
『
裁
判
手
続
の
書
』
は
、
一
二
一
四
年
か
ら
一
二
一
六
年
の

間
に
執
筆
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
婚
姻
に
つ
い
て
扱
っ
たS

u
m

m
a

d
e

m
a

trim
on

io

も
執
筆
し
て
い
る
。
タ
ン
ク
レ
ー

ド
の
経
歴
概
略
に
つ
い
て
は
、Jam

e
s

A
.

B
ru

n
d

ag
e
,

M
ed

ieva
l

C
a

n
on

L
a

w
,

L
o

n
d

o
n

&
N

e
w

Y
o

rk
,

1
9

9
5
,

p
p
.2

2
7
�

2
2

8

を
参
照
。

(

�)
F

o
w

le
r-M

e
g
e

al,
O

rd
in

es
iu

d
icia

rii,
p
.3

9

に
フ
ラ
ン
ス
語
版
へ
の
言
及
が
あ
る
。
ま
た
エ
ン
ゲ
ル
マ
ン
『
民
事
訴
訟
法
概
史』

、
二

九
〇
＝
二
九
一
頁(

原
著
で
はS

.3
7
�

3
8
.)

は
、
数
カ
国
語
に
翻
訳
さ
れ
た
と
述
べ
て
い
る
。

(

�)
“
E

t
talis

o
rd

o
se

cu
n

d
u

m
q

u
o

d
p

rae
d

ictu
m

e
st

n
e

ce
ssariu

s
e

st
ad

p
ro

p
o

n
e

n
d

u
m

e
x

ce
p

tio
n

e
s

q
u

am
v

is
q

u
id

am
illu

m
n

o
n

o
b

se
rv

e
n

t,
q

u
ia

fo
rte

cre
d

u
n

t
q

u
o

d
d

u
m

u
n

am
an

te
te

m
p

u
s

v
e

l
n

o
n

su
o

lo
co

p
ro

p
o

su
e

rin
t

cu
m

p
ro

te
statio

n
e
,

salv
u

m
sib

i
fo

re

b
e

n
e

ficiu
m

ce
te

raru
m

in
d

istin
cte

,
e

t
si

in
p

ro
b

atio
n

e
u

n
iu

s
d

e
fe

ce
rin

t
q

u
o

d
p

o
ssin

t
ad

alias
h

ab
e

re
re

cu
rsu

m
.”

T
h

o
rn

e
,

B
ra

cton

v
o

l.4
,

p
.2

4
7

を
参
照
。

(

�)
“
H

u
n

c
cre

d
o

re
ctu

m
o

rd
in

e
m

p
ro

p
o

n
e

n
d

i
e

x
ce

p
tio

n
e

s
fo

ri
d
e

clin
ato

rias.
Q

u
id

am
tam

e
n

o
rd

in
e

m
istu

m
n

o
n

se
rv

an
t,

se
d
,

d
u

m
u

n
am

p
ro

p
o

n
u

n
t,

p
ro

te
stan

tu
r

sib
i

salv
u

m
e

sse
d
e

b
e

re
b
e

n
e

ficiu
m

ce
te

ratu
m

,
u

t,
si

in
p

ro
p

o
sita

d
e

fe
ce

rin
t,

p
o

ssin
t

ad

alias
h

ab
e

re
re

cu
rsu

m
.”

B
e

rg
m

an
n
,

L
ib

ri
d

e
Iu

d
icioru

m
O

rd
in

e,
S
.1

4
1
�

1
4

2

を
参
照
。

(

�)

コ
モ
ン
・
ロ
ー
で
は
法
律
問
題
に
無
知
な
「
素
人
の
民
衆
」
が
陪
審
と
な
る
た
め
、
一
つ
の
訴
訟
に
つ
い
て
複
数
の
論
点
を
提
示
す
る

こ
と
は
許
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
お
け
る
二
重
訴
答
（d

o
u

b
le

p
le

ad
in

g

）
へ
の
反
対
は
、
そ
れ
が
両
当
事

者
を
決
定
的
な
争
点
に
導
く
方
法
と
し
て
唯
一
論
理
的
な
も
の
と
見
な
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
争
点
が
複
数
発
生
し
た
場
合
、
各
当
事
者
が

そ
れ
ぞ
れ
一
つ
の
争
点
で
勝
利
す
る
と
い
う
事
態
が
生
じ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
結
果
に
伴
っ
て
反
訴
が
二
つ
生
じ
た
場
合
、
原
告
が
そ
れ
ぞ

れ
に
つ
い
て
再
訴
を
為
す
こ
と
が
で
き
、
訴
答
は
幾
何
学
的
に
増
え
て
い
く
と
い
う
状
況
が
生
じ
る
こ
と
を
防
ぐ
た
め
に
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー

論 説
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で
は
単
一
論
点
規
則
（th

e
sin

g
le

-p
o

in
t

ru
le

）
が
用
い
ら
れ
た
。J.

H
.

B
ak

e
r,

T
h

e
R

ep
orts

of
S

ir
Joh

n
S

p
elm

a
n

P
a

rt
II,

S
e

ld
e

n

S
o

cie
ty

v
o

l.9
4
,

1
9

7
7
,

p
.1

4
9

お
よ
び
、J.

H
.

B
ak

e
r,

A
n

In
trod

u
ction

to
E

n
glish

L
ega

l
H

istory,
N

e
w

Y
o

rk
,

2
0

0
7
,

p
.8

8

を
参
照
。

(
�)

小
山
貞
夫
編
著
『
英
米
法
律
用
語
辞
典
』(

研
究
社
、
二
〇
一
一)

、
二
八
〇
＝
二
八
一
頁
お
よ
び
、
田
中
秀
夫
編
『
英
米
法
辞
典
』

(
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
一)

、
六
七
八
頁
を
参
照
。
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
、「
…
…
い
か
に
し
て
当
事
者

は
あ
る
事
実
に
関
し
て
間
接
的
な
主
張
あ
る
い
は
否
認
を
提
示
す
る
か
、
そ
れ
は
そ
の
よ
う
な
事
実
が
存
在
す
る
、
あ
る
い
は
存
在
し
な
い

と
い
う
こ
と
を
留
保
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
（p

ro
te

stan
d

o

）
で
あ
る
。
そ
し
て
同
時
に
直
接
的
な
肯
定
や
否
認
を
回
避
し
て
い
る
。
サ
ー
・

エ
ド
ワ
ー
ド
・
ク
ッ
ク
は

“
p

ro
te

statio
n
”

を
（
当
時
の
簡
潔
な
表
現
に
お
い
て
）『

結
論
の
除
外
』
と
定
義
し
た
。
と
い
う
の
も
、
そ
の

利
用
は
、
訴
答
に
つ
い
て
主
張
事
実
の
複
合
（d

u
p

licity

）
に
陥
る
こ
と
な
し
に
、
直
接
的
に
肯
定
あ
る
い
は
否
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

あ
る
事
実
や
状
況
に
関
し
て
決
定
さ
れ
る
こ
と
か
ら
当
事
者
を
救
う
た
め
で
あ
る
。
そ
し
て
な
お
、
彼
が
そ
れ
に
従
っ
て
自
身
の
異
議
申
立

を
提
起
し
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
彼
は
暗
黙
の
内
に
撤
回
あ
る
い
は
認
め
た
と
見
な
さ
れ
る
」(

......w
h

e
re

b
y

th
e

p
arty

in
te

rp
o

se
s

an

o
b

liq
u

e
alle

g
atio

n
o

r
d

e
n

ial
o

f
so

m
e

fact,
p

ro
te

stin
g
(

b
y

th
e

g
e

ru
n

d
p

ro
te

stan
d

o)
th

at
su

ch
a

m
atte

r
d

o
e

s
o

r
d

o
e

s
n

o
t

e
x

ist:

an
d

at
th

e
sam

e
tim

e
av

o
id

in
g

a
d

ire
ct

affirm
atio

n
o

r
d

e
n

ial.
S

ir
E

d
w

ard
C

o
k

e
h

ath
d

e
fin

e
d

a
p

ro
te

statio
n
(

in
th

e
p

ith
y

d
iale

ct

o
f

th
at

ag
e)

to
b
e

“
an

e
x

clu
sio

n
o

f
a

co
n

clu
sio

n
.”

F
o

r
th

e
u

se
o

f
it

is,
to

sav
e

th
e

p
arty

fro
m

b
e

in
g

co
n

clu
d
e

d
w

ith
re

sp
e

ct
to

so
m

e
fact

o
r

circu
m

stan
ce

,
w

h
ich

can
n

o
t

b
e

d
ire

ctly
affirm

e
d

o
r

d
e

n
ie

d
w

ith
o

u
t

fallin
g

in
to

d
u

p
licity

o
f

p
le

ad
in

g
;

an
d

w
h

ich
y

e
t,

if
h

e
d

id
n

o
t

th
u

s
e

n
te

r
h

is
p

ro
te

st,
h

e
m

ig
h

t
b
e

d
e

e
m

e
d

to
h

av
e

tacitly
w

aiv
e

d
o

r
ad

m
itte

d
.

）W
illiam

B
lack

sto
n

e
,

T
h

o
m

as
M

C
o

o
le

y
,

C
om

m
en

ta
ries

on
th

e
L

a
w

of
E

n
gla

n
d

vol.2
�

B
ook

3
&

4
,

3
d

e
d
,

re
v
,

C
h

icag
o
,

1
8

8
4
,

p
p
.3

1
0
�

3
1

1

を
参
照
。
ブ
ラ
ッ
ク
ス

ト
ン
が
例
示
と
し
て
出
す
の
は
、
隷
農
保
有
を
認
め
ら
れ
た
領
主
に
隷
農
が
自
身
の
解
放
と
は
無
関
係
な
事
項
に
つ
い
て
訴
訟
を
起
こ
し
た

場
合
で
あ
る
。
コ
モ
ン
・
ロ
ー
で
は
、
隷
農
は
領
主
に
対
し
て
民
事
訴
訟
を
起
こ
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
訴
訟
に
お
い
て
被
告
で
あ
る

領
主
が
、
原
告
が
隷
農
で
あ
る
こ
と
を
認
め
て
訴
訟
手
続
を
進
め
る
と
、
原
告
が
提
起
し
た
訴
え
の
内
容
自
体
と
は
別
に
、
隷
農
状
態
に
あ

る
原
告
は
解
放
さ
れ
る
か
と
い
う
争
点
が
別
個
に
現
れ
、
二
重
の
関
係
を
為
す
。
そ
う
し
た
事
態
を
防
ぐ
た
め
、
被
告
で
あ
る
領
主
は
抗
弁

の
際
に

“
p

ro
te

statio
n
”

を
用
い
て
、
原
告
が
隷
農
で
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
当
該
訴
訟
中
に
答
え
る
こ
と
を
留
保
す
る
の
で
あ
る
。
こ

う
し
て
陪
審
は
、
原
告
が
提
起
し
た
本
来
の
訴
え
の
内
容
に
つ
い
て
の
み
審
理
を
行
う
。
こ
の
よ
う
な

“
p

ro
te

statio
n
”

の
定
義
づ
け
は
プ

ラ
ウ
ド
ゥ
ン
判
例
集
が
初
出
と
さ
れ
る
。T

h
e

E
n

glish
R

ep
orts

vol.7
5

K
in

g’s
B

en
ch

d
iv

n
.4

,
E

d
in

b
u

rg
h
,

1
9

0
7
,

p
p
.4

2
1
�

4
2

2

を
参
照
。

『ブラクトン』の学識法利用に関する検討（一）



(阪大法学) 63 (5 226) 1622 [2014.1]

カ
ウ
ェ
ル
、
ク
ッ
ク
に
よ
る
説
明
は
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
の
説
明
と
重
複
し
冗
長
と
な
る
た
め
こ
こ
で
は
触
れ
な
い
が
、
カ
ウ
ェ
ル
に
つ
い
て

はJo
h

n
C

o
w

e
ll,

T
h

e
In

terp
reter,

T
h

e
E

n
g

lish
e

x
p

e
rie

n
ce

,
its

re
co

rd
in

e
arly

p
rin

te
d

b
o

o
k

s
p

u
b

lish
e

d
in

facsim
ile

n
o
.

2
3

1
,

N
e

w

Y
o

rk
,

1
9

7
0
,
“

p
ro

te
statio

n
”

の
項
目
（
頁
表
記
の
な
い
文
献
で
あ
る
）
を
、
ク
ッ
ク
に
つ
い
て
はS

ir
E

d
w

ard
C

o
k

e
,

T
h

e
R

ep
orts

of
S

ir

E
d

w
a

rd
C

ok
e,

K
n

t:
In

T
h

irteen
P

a
rts

vol.1
,

N
e

w
Je

rse
y
,

2
0

0
2
,

re
p
,

p
p
.4

1
�

4
2

を
参
照
。
ホ
ー
ル
ズ
ワ
ー
ス
に
よ
れ
ば
、
こ
の
用
語

の
登
場
す
る
最
も
古
い
年
代
の
判
例
は
一
三
一
二
年
で
あ
る
。S

ir
W

illiam
H

o
ld

sw
o

rth
,

A
H

istory
of

E
n

glish
L

a
w

v
o

l.3
,

L
o

n
d

o
n
,

1
9

7
7
,

p
.6

3
4

を
参
照
。

(

�)

シ
ュ
ル
ツ
に
よ
る
検
討
に
つ
い
て
は
、S

ch
u

lz,
“
C

ritical
S

tu
d

ie
s

o
n

B
racto

n
’s

T
re

atise
”
,

1
7

6
�

1
8

0

を
参
照
。

(

�)
T

h
o

rn
e
,

B
ra

cton
v

o
l.1

,
x

x
x

v
ii

を
参
照
。
法
格
言
の
訳
は
柴
田
光
蔵
『
法
律
ラ
テ
ン
語
格
言
辞
典
』(

玄
文
社
、
一
九
八
五)

、
二
五

八
頁
を
利
用
し
た
。
こ
の
フ
レ
ー
ズ
と
後
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
へ
の
影
響
と
の
研
究
は
、
筆
者
に
と
っ
て
今
後
の
大
き
な
課
題
で
あ
る
。

(

�)
W

ah
rm

u
n

d
,

D
ie

S
u

m
m

a
A

u
rea

d
es

W
ilh

elm
u

s
d

e
D

rok
ed

a
,

x
x

x
iii-x

x
x

v
i

で
の
検
討
は
、
脚
注
部
分
に
て
『
ブ
ラ
ク
ト
ン
』
と
ド

ロ
ゲ
ー
ダ
双
方
の
序
論
部
分
の
類
似
性
を
指
摘
す
る
の
み
に
留
ま
る
。『
黄
金
汎
論
』
は
そ
の
序
文
に
て
、
第
一
に
争
点
決
定
ま
で
の
訴
訟

手
続
を
、
第
二
に
争
点
決
定
か
ら
判
決
ま
で
の
手
続
を
、
第
三
に
判
決
と
そ
の
結
果
を
、
第
四
に
上
訴
、
第
五
に
婚
姻
の
事
例
、
第
六
に
刑

事
訴
訟
手
続
そ
の
他
の
六
分
野
を
扱
う
と
述
べ
て
い
る
。F

.
W

.
M

aitlan
d
,

R
om

a
n

C
a

n
on

L
a

w
in

th
e

C
h

u
rch

of
E

n
gla

n
d

:
S

ix
E

ssa
ys,

L
o

n
d

o
n
,

1
8

9
8
,

p
.1

0
9

を
参
照
。『
黄
金
汎
論
』
の
訳
語
は
、
Ｐ
・
ヴ
ィ
ノ
グ
ラ
ド
フ
、
矢
田
一
男
・
小
堀
憲
助
・
真
田
芳
憲
訳
、『
中
世
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
に
お
け
る
ロ
ー
マ
法
』(

中
央
大
学
出
版
部
、
一
九
七
四
、
再
版)

、
一
二
二
頁
（
原
著
はP

au
l

V
in

o
g

rad
o

ff,
R

om
a

n
L

a
w

in

M
ed

ieva
l

E
u

rop
e,

3
d

e
d
,

w
ith

p
re

face
b

y
F

.
D

E
Z

u
lu

e
ta,

H
ild

e
sh

e
im

,
1

9
6

1
,

p
.9

8

）
に
従
っ
た
。

(

�)

我
が
国
に
お
け
る
研
究
の
一
例
と
し
て
、
直
江
眞
一
「
十
二
世
紀
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
学
識
層
に
つ
い
て

コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
形
成
と

ロ
ー
マ
学
識
法
覚
書

｣

、
法
学
四
八(

五)

、
一
九
八
四
、
六
五
七
＝
七
〇
六
頁
お
よ
び
、
同
「
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
形
成
と
大
学｣

、
西
洋

史
研
究
新
輯
二
二
、
一
九
八
三
、
三
三
＝
五
六
頁
や
、
苑
田
亜
矢
「
法
の
様
々
な
区
分
に
つ
い
て
の
論
考
（
翻
訳
と
解
説
）

中
世
教
会

法
学
の
ア
ン
グ
ロ
・
ノ
ル
マ
ン
学
派
に
よ
る
一
作
品

｣

、
熊
本
法
学
一
二
一
、
二
〇
一
〇
、
八
三
＝
一
〇
七
頁
を
参
照
。

(

�)

フ
ォ
リ
オ
ッ
ト
と
彼
の
書
翰
に
つ
い
て
は
、
直
江
真
一
・
苑
田
亜
矢
「
ム
ル
テ
ィ
プ
リ
ケ
ム
・
ノ
ー
ビ
ー
ス(

翻
訳
と
解
説)

：

ロ
ン

ド
ン
司
教
ギ
ル
バ
ー
ト
・
フ
ォ
リ
オ
ッ
ト
の
一
書
翰｣

、
法
政
研
究
六
六
（
三)
、
一
九
九
九
、
一
〇
八
三
＝
一
一
二
九
頁
を
参
照
せ
よ
。

(

�)
F

.
D

e
Z

u
lu

e
ta

&
P

.
S

te
in

,
T

h
e

T
ea

ch
in

g
of

R
om

a
n

L
a

w
in

E
n

gla
n

d
a

rou
n

d
1

2
0

0
,

S
e

ld
e

n
S

o
cie

ty
S

u
p

p
le

m
e

n
tary

S
e

rie
s

論 説
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v
o

l.8
,

1
9

9
0
,

x
x

ii

を
参
照
。
フ
ォ
リ
オ
ッ
ト
も
あ
る
程
度
の
学
識
を
有
し
、
そ
れ
は
ボ
ロ
ー
ニ
ャ
で
学
ん
だ
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て

い
る
。

(
�)

ヴ
ァ
カ
リ
ウ
ス
お
よ
び
彼
の
著
作
『
貧
し
き
法
学
徒
の
書
』(

L
ib

er
P

a
u

p
eriu

m

）
に
つ
い
て
は
、F

.
D

e
Z

u
lu

e
ta

&
P

.
S

te
in

,
T

h
e

T
ea

ch
in

g
of

R
om

a
n

L
a

w
in

E
n

gla
n

d
a

rou
n

d
1

2
0

0
,

x
x

iii-x
x

x
iv

お
よ
び
、
直
江
「
十
二
世
紀
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
学
識
層
に
つ
い
て｣

、

六
七
〇
＝
六
八
二
頁
を
参
照
。

(

�)
F

.
D

e
Z

u
lu

e
ta

&
P

.
S

te
in

,
T

h
e

T
ea

ch
in

g
of

R
om

a
n

L
a

w
in

E
n

gla
n

d
a

rou
n

d
1

2
0

0
,

x
x

x
v
-x

x
x

v
ii

を
参
照
。
ヴ
ァ
カ
リ
ウ
ス
自

身
が
教
皇
受
任
裁
判
官
と
し
て
活
動
し
た
こ
と
も
、
こ
れ
を
裏
付
け
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

(

�)
Jam

e
s

A
B

ru
n

d
ag

e
,

T
h

e
M

ed
ieva

l
O

rigin
s

of
th

e
L

ega
l

P
rofession

:
C

a
n

on
ists,

C
ivilia

n
s,

a
n

d
C

ou
rts,

C
h

icag
o

&
L

o
n

d
o

n
,

2
0

0
8
,

p
.9

3

を
参
照
。

(

�)
Ib

id
.,

p
p
.2

3
7
�

2
4

1

を
参
照
。

(

�)
R

alp
h
.

V
.

T
u

rn
e

r,
T

h
e

E
n

glish
Ju

d
icia

ry
in

th
e

A
ge

of
G

la
n

vill
a

n
d

B
ra

cton
c.

1
1

7
6
�

1
2

3
9
,

C
am

b
rid

g
e
,

1
9

8
5
,

p
p
.9

7
�

1
0

0

お
よ
び
、
直
江
「
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
形
成
と
大
学｣

、
三
九
＝
四
〇
頁
を
参
照
。
他
に
騎
士
た
ち
も
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
に
つ
い
て
の
知
識
を

有
し
た
こ
と
か
ら
、
聖
職
者
裁
判
官
お
よ
び
俗
人
裁
判
官
双
方
が
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
発
展
に
寄
与
し
た
と
タ
ー
ナ
ー
は
考
え
て
い
る
。

(

�)

ヘ
ル
ム
ー
ト
・
コ
ー
イ
ン
グ
、
佐
々
木
有
司
編
訳
、『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
史
論
』(

創
文
社
、
一
九
八
〇)

、
七
四
頁
（
原
著
はH

e
lm

u
t

C
o

in
g
,

D
ie
�
�����

�
�	
��



E

in
h

eit
d

er

�
����


���

�

R
ech

tsw
issen

sch
a

ft,
S

itzu
n

g
sb

e
rich

te
d

e
r

W
isse

n
sch

aftlich
e

n
G

e
se

llsch
aft

an

d
e

r
Jo

h
an

n
W

o
lfg

an
g

G
o
e

th
e
-�

�
��
�
������

F
ran

k
fu

rt
am

M
ain

B
d
.

6
N

r.
3
,

W
ie

sb
ad

e
n
,

1
9

6
8
,

S
.1

0

）
で
は
、「
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で

は
、
十
三
世
紀
に
、
少
な
く
と
も
カ
ノ
ン
法
や
ロ
ー
マ
法
の
基
礎
教
育
は
経
て
い
た
国
王
裁
判
官
が
い
ま
し
た
。
十
三
世
紀
の
イ
ン
グ
ラ
ン

ド
法
の
偉
大
な
叙
述
者
、
ブ
ラ
ク
ト
ン
は
、
そ
う
し
た
仲
間
の
一
人
で
し
た
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
メ
イ
ト
ラ
ン
ド
も
『
ブ
ラ
ク
ト

ン
』
の
執
筆
に
あ
た
り
教
例
集
や
カ
ノ
ン
法
学
者
の
書
物
が
用
い
ら
れ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。M

aitlan
d
,

B
ra

cton
a

n
d

A
zo,

x
x

ix
-

x
x

v

を
参
照
。

(

	)
T

h
o

rn
e
,

B
ra

cton
v

o
l.1

,
x

x
x

v
i-x

x
x

v
ii

を
参
照
。

(


)

ヘ
ン
リ
・
ド
・
ブ
ラ
ク
ト
ン
は
人
民
訴
訟
裁
判
所
に
は
務
め
ず
、
巡
察
裁
判
官
と
し
て
は
一
二
四
五
年
に
活
動
し
た
の
み
で
あ
る
。
ま

た
王
座
裁
判
所
の
裁
判
官
と
し
て
の
任
期
は
中
断
を
挟
ん
だ
一
〇
年
間
（
一
二
四
七
年
か
ら
一
二
五
一
年
と
、
一
二
五
三
年
か
ら
一
二
五
七

『ブラクトン』の学識法利用に関する検討（一）
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年
）
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
一
二
三
〇
年
代
に
ロ
ウ
リ
ー
が
手
が
け
た
著
書
を
、
一
二
五
〇
年
代
に
ア
ッ
プ
デ
ー
ト
で
き
る
だ
け
の
経
験
を

ヘ
ン
リ
・
ド
・
ブ
ラ
ク
ト
ン
が
有
し
て
い
な
か
っ
た
と
ブ
ラ
ン
ド
は
理
解
す
る
。B

ran
d
,

“
A

g
e

o
f

B
racto

n
”
,

8
7
�

8
9

を
参
照
。

(
�)

メ
イ
ト
ラ
ン
ド
もB

ra
cton

a
n

d
A

zo

に
て
こ
の
箇
所
を
扱
っ
た
が
、
ド
ロ
ゲ
ー
ダ
と
関
連
さ
せ
て
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
。M

aitlan
d
,

B
ra

cton
a

n
d

A
zo,

p
p
.2

0
9
�

2
1

3

を
参
照
。
な
お
、
こ
の
訴
権
競
合
は
ロ
ー
マ
法
に
由
来
す
る
が
、
先
行
研
究
と
し
て
、
岡
徹
「
ク
ヤ
キ
ウ

ス
の
訴
権
競
合
に
つ
い
て
（
一)｣

、
関
西
大
学
法
学
論
集
六
二
（
二)

、
二
〇
一
二
、
七
七
二
＝
七
六
七
頁
、
同
「
ロ
ー
マ
法
の
訴
権
競
合

に
つ
い
て
の
一
考
察
（
一)｣

、
関
西
大
学
法
学
論
集
六
二
（
二)

、
二
〇
一
二
、
七
六
六
＝
七
四
一
頁
、
同
「
ヘ
ル
モ
ゲ
ニ
ア
ー
ヌ
ス
と
訴

権
競
合
問
題｣
、
関
西
大
学
法
学
論
集
六
二
（
四
、
五)

、
二
〇
一
三
、
六
五
＝
一
〇
六
頁
を
参
照
。

(

�)

ア
ー
ゾ
の
テ
キ
ス
ト
はR

ich
ard

so
n
,

B
ra

cton
:

th
e

P
rob

lem
of

h
is

T
ext,

p
.1

4
1

を
参
照
し
た
。

(

�)
“

A
D

D
IE

M
su

m
m

o
n

itio
n

is
p

o
st

d
ilatio

n
e

s
e

t
e

sso
n

ia
re

v
e

rtam
u

r,
ad

q
u

e
m

cu
m

p
arte

s
co

m
p

aru
e

rin
t

n
o

n
h

ab
e

at
te

n
e

n
s

w
aran

tu
m

q
u

e
m

v
o

care
p

o
ssit,

v
e

l
si

h
ab

u
e

rit
n

u
llu

m
v

o
cat,

p
ro

p
o

sita
in

iu
d

icio
co

ram
iu

stitiariis
u

t
p

rae
d

ictu
m

e
st

in
te

n
tio

n
e

p
e

te
n

tis
e

t
fu

n
d

ata,
e

t
illo

e
am

p
ro

b
are

o
ffe

re
n

te
,

ad
e

lid
e

n
d

am
actio

n
e

m
p

ro
p

o
n

at
te

n
e

n
s

e
x

ce
p

tio
n

e
m

si
q

u
am

h
ab

u
e

rit
e

t

illam
p

ro
b
e

t,
e

t
d

o
ce

at
q

u
o

d
e

x
ce

p
tio

ad
ip

su
m

p
e

rtin
e

at,
se

cu
n

d
u

m
q

u
o

d
d

icitu
r

d
e

actio
n

ib
u

s
e

t
e

o
d
e

m
m

o
d

o
.

E
x

ce
p

tio
n

e
s

e
n

im
lo

co
actio

n
u

m
su

n
t.

N
am

q
u

i
e

x
cip

it
ag

e
re

v
id

e
tu

r
q

u
an

tu
m

ad
o

n
u

s
p

ro
b

atio
n

is,
e

t
re

sp
e

ctu
actio

n
u

m
d

icu
n

tu
r

e
x

ce
p

tio
n

e
s,

u
n

u
m

e
n

im
alte

ru
m

im
p

u
g

n
at.

E
t

sicu
t

acto
re

s
arm

an
tu

r
actio

n
ib

u
s

e
t

accin
g

u
n

tu
r

q
u

asi
g

lad
iis,

ita
re

i
e

co
n

tra

m
u

n
iu

n
tu

r
e

x
ce

p
tio

n
ib

u
s

e
t

d
e

fe
n

d
u

n
tu

r
q

u
asi

clip
e

is.”
T

h
o

rn
e
,

B
ra

cton
v

o
l.4

,
p
.2

4
5

を
参
照
。

(

�)
“
IM

P
R

IM
U

S
v

id
e

n
d

u
m

q
u

id
sit

e
x

ce
p

tio
e

t
q

u
alite

r
d

iv
iatu

r.
E

t
scie

n
d

u
m

q
u

o
d

e
x

ce
p

tio
e

st
actio

n
is

e
lisio

p
e

r
q

u
am

actio

p
e

rim
itu

r
v
e

l
d

iffe
rtu

r.”
T

h
o

rn
e
,

B
ra

cton
v

o
l.4

,
p
.2

4
5

を
参
照
。

(

�)
“
E

X
C

E
P

T
IO

q
u

id
e

m
sic

d
iv

id
itu

r.
E

x
ce

p
tio

n
u

m
v

e
ro

q
u

ae
d

am
su

n
t

d
ilato

riae
e

t
q

u
ae

d
am

p
e

re
m

p
to

riae
,

e
t

h
ae

c
e

st
p

rim
a

e
t

b
re

v
is

d
iv

isio
.

Ite
m

d
ilato

riaru
m

q
u

ae
d

am
su

n
t

p
e

re
m

p
to

riae
iu

risd
ictio

n
is,

e
t

d
ilato

riae
actio

n
is

e
t

n
o

n
p

e
re

m
p

to
riae

.
E

t

e
o

d
e

m
m

o
d

o
aliae

p
e

re
m

p
to

riae
b

re
v

is
e

t
d

ilato
riae

actio
n

is.
Ite

m
q

u
ae

d
am

e
x

ce
p

tio
n

e
s

su
n

t
g

e
n

e
rale

s
ad

o
m

n
ia

p
lacita

siv
e

actio
n

e
s,

e
t

q
u

ae
d

am
sp

e
ciale

s
q

u
ae

co
m

p
e

tu
n

t
e

t
d

an
tu

r
co

n
tra

actio
n

e
s

sin
g

u
lare

s.
Q

u
ae

lib
e

t
e

n
im

actio
h

ab
e

t
su

as

e
x

ce
p

tio
n

e
s

ap
p

ro
p

riatas
se

cu
n

d
u

m
fo

rm
am

actio
n

u
m

,
u

t
su

p
ra

v
id

e
ri

p
o

te
rit

d
e

assisis
e

t
p

lacitis
d

e
in

g
re

ssu
.

G
e

n
e

rale
s

v
e

ro

su
n

t
q

u
ae

se
h

ab
e

n
t

g
e

n
e

ralite
r

ad
o

m
n

ia
p

lacita,
sicu

t
e

x
ce

p
tio

co
n

tra
iu

risd
ictio

n
e

m
,

e
x

ce
p

tio
co

n
tra

p
e

rso
n

am
ag

e
n

tis,

論 説
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e
x

ce
p

tio
co

n
tra

b
re

v
e
,

e
x

ce
p

tio
q

u
ae

p
ro

v
e

n
it

e
x

te
m

p
o

re
se

cu
n

d
u

m
d

iv
e

rsa
g

e
n

e
ra

p
lacito

ru
m

,
e

t
e

x
ce

p
tio

q
u

ae
co

m
p

e
tit

ratio
n

e
lo

ci
p

e
r

e
rro

re
m

im
p

e
tratio

n
is,

d
e

q
u

ib
u

s
su

p
e

riu
s

d
ictu

m
e

st,
e

t
q

u
ae

su
n

t
d

ilato
riae

actio
n

is
e

t
q

u
asi

e
x

tra
actio

n
e

m
,

e
t

id
e

o
actio

n
e

m
n

o
n

p
e

rim
u

n
t

q
u

am
v

is
illam

ad
te

m
p

u
s

d
iffe

ran
t.”

T
h

o
rn

e
,

B
ra

cton
v

o
l.4

,
p

p
.2

4
5
�

2
4

6

を
参
照
。

(
�)

“
Q

u
ia

re
is

ad
iu

d
iciu

m
v
e

n
ie

n
tib

u
s

o
p

e
e

x
ce

p
tio

n
u

m
sae

p
e

su
b

v
e

n
itu

r,
q

u
ae

in
te

rd
u

m
ad

iu
d

iciu
m

d
e

clin
an

d
u

m
,

in
te

rd
u

m

ad
e

lid
e

n
d

am
actio

n
e

m
acto

ris
re

o
co

m
p

e
tu

n
t,

id
e

o
d
e

e
x

ce
p

tio
n

ib
u

s
v

id
e

am
u

s.”
B

e
rg

m
an

n
,

L
ib

ri
d

e
Iu

d
icioru

m
O

rd
in

e,
S
.1

3
9

を
参
照
。

(

�)
“
E

x
ce

p
tio

n
u

m
ig

itu
r

alia
e

st
d

ilato
ria,

alia
p

e
re

m
to

ria;
d

ilato
riaru

m
alia

d
e

clin
ato

ria
iu

d
icii,

alia
d

ilato
ria

so
lu

tio
n

is.
S

e
d

e
aru

m
,

q
u

ae
ad

d
e

clin
atio

n
e

m
iu

d
icii

faciu
n

t,
q

u
ae

d
am

co
m

p
e

tu
n

t
e

x
ip

sa
iu

risd
ictio

n
e
,

q
u

ae
d

am
e

x
p

e
rso

n
a

iu
d

icu
m

,
q

u
ae

d
am

v
e

ro
e

x
p

e
rso

n
a

acto
ris

v
e

l
e

iu
s

p
ro

cu
rato

ris,
q

u
ae

d
am

e
x

p
e

rso
n

a
ip

siu
s

re
i,

q
u

i
co

n
v
e

n
itu

r.
G

e
n

e
ralite

r
te

n
e
,

q
u

o
d

o
m

n
e

s

e
x

ce
p

tio
n

e
s,

q
u

ae
ad

d
e

clin
an

d
u

m
iu

d
iciu

m
faciu

n
t,

in
p

rin
cip

io
in

te
r

ip
sa

litis
au

sp
icia

su
n

t
p

ro
p

o
n

e
n

d
ae

e
t

p
ro

b
an

d
ae

;
e

t
q

u
i

tu
n

c
e

as
d

im
ise

rit,
ad

e
as

p
o

stm
o

d
u

m
re

d
ire

n
o

n
p

o
te

rit.”
B

e
rg

m
an

n
,

L
ib

ri
d

e
Iu

d
icioru

m
O

rd
in

e,
S
.1

4
0

を
参
照
。

(

�)

不
出
頭
申
立
な
ど
に
つ
い
て
は
こ
こ
で
は
扱
わ
な
い
が
、『
グ
ラ
ン
ヴ
ィ
ル
』
で
の
不
出
頭
事
由
を
研
究
し
た
も
の
と
し
て
、
松
村
勝

二
郎
「『

グ
ラ
ン
ヴ
ィ
ル
』
に
お
け
る
不
出
頭
理
由
―
成
立
期
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
お
け
る
不
出
頭
理
由
に
つ
い
て
（
二)｣

、
海
技
大
学
校
研

究
報
告
三
四
、
一
九
九
一
、
一
五
一
＝
一
七
二
頁
が
あ
る
。

(

�)
T

h
o

rn
e
,

B
ra

cton
v

o
l.4

,
p
.2

4
5

お
よ
びR

ich
ard

so
n
,

B
ra

cton
:

th
e

P
rob

lem
of

h
is

T
ext,

p
.1

4
1

を
参
照
。
ア
ー
ゾ
は
以
下
の
よ
う

に
述
べ
る
、「
原
告
が
剣
の
よ
う
に
身
に
つ
け
武
装
す
る
訴
権
に
つ
い
て
行
っ
て
き
た
よ
う
に
、
被
告
が
防
衛
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
ら
れ
、

ま
た
盾
に
よ
る
よ
う
に
守
ら
れ
て
い
る
抗
弁
に
つ
い
て
我
々
は
い
ま
考
察
し
よ
う
」(

sic
v

id
im

u
s

d
e

actio
n

ib
u

s
q

u
ib

u
s

acto
re

s

arm
an

tu
r

e
t

accin
g

u
n

tu
r

q
u

asi
g

lad
iis,

n
u

n
c

v
id

e
am

u
s

d
e

e
x

ce
p

tio
n

ib
u

s
q

u
ib

u
s

re
i

m
u

n
iri

v
id

e
n

tu
r

e
t

d
e

fe
n

d
u

n
tu

r
q

u
asi

clip

e
is.

）

(

�)
“
e

x
ce

p
tio

d
ilato

riae
”

を
「
遷
延
的
抗
弁｣

、“
e

x
ce

p
tio

p
e

re
m

p
to

riae
”

を
「
絶
対
的
抗
弁
」
と
訳
し
、
本
文
及
び
脚
注
の
文
献
も

こ
れ
に
統
一
す
る
。

(

�)

船
田
享
二
『
ロ
ー
マ
法

第
五
巻
』(

岩
波
書
店
、
一
九
七
二)

、
二
二
五
頁
を
参
照
。
例
え
ば
ユ
帝
『
法
学
提
要
』(

In
st.

4
.

1
3
.

8

）

で
も
、「
ま
た
、
あ
る
抗
弁
は
永
久
的
な
、
お
よ
び
絶
対
的
抗
弁
と
呼
ば
れ
、
あ
る
抗
弁
は
一
時
的
な
抗
弁
お
よ
び
遷
延
的
抗
弁
と
呼
ば
れ

『ブラクトン』の学識法利用に関する検討（一）
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る
」(

A
p

p
e

llan
tu

r
au

te
m

e
x

ce
p

tio
n

e
s

aliae
p

e
rp

e
tu

ae
e

t
p

e
re

m
p

to
riae

,
aliae

te
m

p
o

rale
s

e
t

d
ilato

riae
.

）
と
し
て
説
明
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
箇
所
の
訳
文
は
、
岡
徹
「
抗
弁
論
研
究
（
一)｣

、
関
西
大
学
法
学
論
叢
六
七
（
四)

、
二
〇
〇
七
、
一
七
五
頁
に
拠
っ
た
。
ユ
帝

『
法
学
提
要
』
で
は
、“

e
x

ce
p

tio
p

e
rp

e
tu

ae
e

t
p

e
re

m
p

to
riae

”

ま
た“

e
x

ce
p

tio
te

m
p

o
rale

s
e

t
d

ilato
riae

”

と
表
現
さ
れ
、「
お
よ
び
」

を
意
味
す
る

“
e

t”

が
存
在
す
る
が
、
タ
ン
ク
レ
ー
ド
に

“
p

e
rp

e
tu

ae
”

と

“
te

m
p

o
rale

s”

は
見
ら
れ
な
い
。In

st.
4
.

1
3
.

1
0

で
は
、「
一

時
的
な
も
の
、
お
よ
び
遷
延
的
な
も
の
と
は
、
一
時
的
に
（
原
告
に
）
害
を
与
え
、
そ
し
て
時
の
猶
予
を
認
容
す
る
も
の
で
あ
る
。
た
と
え

ば
、
一
定
の
期
間
内
た
と
え
ば
五
年
以
内
は
訴
え
ら
れ
な
い
と
合
意
が
な
さ
れ
た
と
き
の
、
合
意
に
も
と
づ
く
抗
弁
が
そ
れ
で
あ
る
。
な
ぜ

な
ら
、
こ
の
期
間
が
終
了
し
た
な
ら
ば
、
原
告
は
、
物
を
追
究
す
る
こ
と
を
妨
げ
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
期
間
内
に
訴
え
る

こ
と
を
欲
す
る
者
は
、
あ
る
い
は
合
意
に
も
と
づ
く
抗
弁
に
よ
り
、
あ
る
い
は
そ
の
他
の
類
似
の
抗
弁
に
よ
り
、
訴
え
を
延
期
し
、
そ
し
て

そ
の
期
間
の
後
で
訴
え
る
べ
き
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
ま
た
、
こ
れ
が
遷
延
的
抗
弁
と
呼
ば
れ
る
」(

T
e

m
p

o
rale

s
atq

u
e

d
ilato

riae
su

n
t,

q
u

ae
ad

te
m

p
u

s
n

o
ce

n
t

e
t

te
m

p
o

ris
d

ilatio
n

e
m

trib
u

u
n

t:
q

u
alis

e
st

p
acti

co
n

v
e

n
ti,

cu
m

co
n

v
e

n
e

rit,
n

e
in

tra
ce

rtu
m

te
m

p
u

s

ag
e

re
tu

r,
v
e

lu
ti

in
tra

q
u

in
q

u
e

n
n

iu
m

.
n

am
fin

ito
e

o
te

m
p

o
re

n
o

n
im

p
e

d
itu

r
acto

r
re

m
e

x
se

q
u

i.
e

rg
o

h
i,

q
u

ib
u

s
in

tra
te

m
p

u
s

ag
e

re
v

o
le

n
tib

u
s

o
b

icitu
r

e
x

ce
p

tio
au

t
p

acti
co

n
v

e
n

ti
au

t
alia

sim
ilis,

d
iffe

rre
d
e

b
e

n
t

actio
n

e
m

e
t

p
o

st
te

m
p

u
s

ag
e

re
:

id
e

o
e

n
im

e
t

d
ilato

riae
istae

e
x

ce
p

tio
n

e
s

ap
p

e
llan

tu
r.

）
と
説
明
さ
れ
て
い
る
（
訳
文
は
岡
、
同
上
一
七
五
頁
に
拠
る)

。
「
一
時
的
な
も
の
＝
遷

延
的
な
も
の
、
永
久
的
な
も
の
＝
絶
対
的
な
も
の
」
と
ま
と
め
て
タ
ン
ク
レ
ー
ド
は
理
解
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
は
『
学
説
彙

纂
』
第
四
四
巻
の
「
抗
弁
論
」
部
分
と
の
検
討
が
求
め
ら
れ
よ
う
。
さ
て
、
タ
ン
ク
レ
ー
ド
は
こ
の
箇
所
で
は
ユ
帝
『
法
学
提
要
』
お
よ
び

『
学
説
彙
纂
』
で
は
な
く
、『
勅
法
彙
纂
』(

以
下C

.)
8
.

3
5
.

1
2
｢

あ
る
弁
護
人
が
訴
訟
開
始
の
中
で
遷
延
的
抗
弁(

d
ilato

ria
p

rae
scrip

tio)

を
利
用
し
損
な
っ
た
後
に
（
遷
延
的
抗
弁
を
）
行
使
す
る
こ
と
を
欲
し
、
ま
た
そ
う
し
た
援
助
に
つ
い
て
隔
て
ら
れ
た
に
も
関
わ
ら
ず
、

(

抗
弁
の
行
使
を
）
主
張
し
ま
た
時
期
の
誤
り
の
弁
明
に
固
執
す
る
な
ら
ば
、
一
リ
ー
ブ
ラ
金
相
当
の
罰
金
に
よ
っ
て
罰
せ
ら
れ
る
だ
ろ
う
」

(
S

i
q

u
is

ad
v

o
catu

s
in

te
r

e
x

o
rd

ia
litis

p
rae

te
rm

issam
d

ilato
riam

p
rae

scrip
tio

n
e

m
p

o
ste

a
v

o
lu

e
rit

e
x

e
rce

re
e

t
ab

h
u

iu
sm

o
d

i

o
p

itu
latio

n
e

su
b

m
o

tu
s

n
ih

ilo
m

in
u

s
p

e
rse

v
e

re
t

atq
u

e
p

rae
p

o
ste

rae
d

e
fe

n
sio

n
i

in
stite

rit,
u

n
iu

s
lib

rae
au

ri
co

n
d
e

m
n

atio
n

e

m
u

lte
tu

r.)

、
お
よ
びC

.
8
.

3
5
.

1
3

「(

訴
訟
の
）
開
始
に
お
い
て
、
管
轄
に
関
す
る
抗
弁
（p

rae
scrip

tio
fo

ri

）
が
両
当
事
者
に
よ
っ
て
申

し
立
て
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
、
法
律
の
権
威
が
公
言
す
る
」(

P
rae

scrip
tio

n
e

s
fo

ri
in

p
rin

cip
io

a
litig

ato
rib

u
s

o
p

p
o

n
e

n
d

as
e

sse

le
g

u
m

d
e

cre
v

it
au

cto
ritas.

）
を
、
教
皇
令
と
共
に
挙
げ
て
い
る
。B

e
rg

m
an

n
,

L
ib

ri
d

e
Iu

d
icioru

m
O

rd
in

e,
S
.1

4
0

を
参
照
。
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